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一　

は
じ
め
に

㈠　

政
治
司
法
概
念
研
究
の
意
義

　

フ
ラ
ン
ス
公
法
学
や
憲
法
学
に
お
い
て
「
政
治
司
法
」
と
訳
さ
れ
る
《justice politique

》
と
い
う
用
語
は
、
ほ
ん
ら
い
矛
盾
・
対
立

す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
政
治
と
司
法
が
並
列
す
る
不
自
然
さ
を
思
わ
せ
る
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
政
治
司
法
」
は
フ

ラ
ン
ス
の
憲
法
典
の
中
で
国
家
安
全
に
対
す
る
罪
等
の
特
殊
な
犯
罪
の
裁
判
権
（
事
物
管
轄
）
や
、
大
統
領
・
閣
僚
と
い
う
特
殊
な
身
分

の
裁
判
権
（
人
的
管
轄
）
で
あ
り
、
時
に
は
陪
審
を
伴
い
、
時
に
は
議
会
の
上
院
が
法
院
を
形
成
し
裁
判
権
を
備
え
る
高
等
法
院
制
度
の

文
脈
で
用
い
ら
れ
て
き（
1
）た。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
政
治
司
法
」
概
念
は
本
稿
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
に
高
等
法
院
と
い
う
特
殊
裁
判
権

の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
政
治
学
者
で
あ
る
フ
ロ
ラ
ン
ス
・
ブ
シ
ィ
と
イ
ヴ
・
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
（
以
下
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル

ム
ー
ル
）
が
著
し
た
『
変
容
し
つ
つ
あ
る
政
治
司（
2
）法』
で
は
、
高
等
法
院
の
よ
う
な
閣
僚
裁
判
権
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
司
法
裁
判
権
と
行

政
裁
判
権
、
そ
し
て
国
際
刑
事
裁
判
権
な
ど
を
包
括
し
た
広
い
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
者
か
ら
は
、「
政
治
司
法
」

概
念
は
必
ず
し
も
閣
僚
裁
判
権
や
政
治
犯
罪
の
た
め
の
特
殊
裁
判
形
態
を
示
す
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
政
治
司
法
」
の
概

念
は
、
第
一
に
、
閣
僚
裁
判
権
の
よ
う
に
、
司
法
的
な
手
続
を
借
用
し
た
政
治
機
関
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
政
治
と
司
法
の
混
濁
を

指
し
て
（
あ
る
時
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
る
文
脈
で
）
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、
第
二
に
、
政
治
と
（
司
）
法
の
双
方
の
曖
昧
さ
か
ら
生
じ

る
政
治
領
域
と
（
司
）
法
領
域
の
境
界
確
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
広
い
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
る

用
法
は
前
者
で
あ
る
が
、
近
年
の
研
究
を
み
た
場
合
に
後
者
の
重
要
性
を
無
視
し
え
ず
、
後
者
が
総
論
的
で
あ
り
、
前
者
が
各
論
的
と
捉

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
治
司
法
は
政
治
と
司
法
の
交
錯
と
い
う
問
題
状
況
を
表
す
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
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㈡　

フ
ラ
ン
ス
憲
政
学
と
司
法

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
法
学
や
憲
法
学
は
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
設
置
科
目
で
あ
る
『
憲
法
と
政
治
制
度
』
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
学

的
傾
向
を
も
ち
、
憲
政
学
と
い
う
べ
き
学
問
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お（
3
）り、

政
治
司
法
の
問
題
も
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
特
有
の

憲
政
学
の
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
が
、
さ
ら
に
司
法
そ
の
も
の
に
特
殊
フ
ラ
ン
ス
的
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
き
た
事
情
も

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
あ
る
い
は
裁
判
官
（juge

）
は
立
法
権
や
執
行
権
に
比
べ
る
と
抑
制
な
い
し
均
衡
が
要

請
さ
れ
る
権
力
分
立
の
対
象
か
ら
外
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ（
4
）る。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
裁
判
官
の
民
主
主
義
的
正
統

性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
理
由
と
し
て
は
、
②
裁
判
官
が
正
真
正
銘
の
権
力
（pouvoir

）
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
機
関
（autorité

）、
集
団
（corps

）、
な
い
し
秩
序
（ordre

）
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
き（
5
）たと

い
う
事
情
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
つ
て
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
あ
ら
わ
し
た
「
国
家
の
裁
判
官
は
、
法
律
の
言
葉
を
語
る
口

（bouche

）
に
過
ぎ
ず
、
法
律
の
力
も
厳
格
さ
も
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
命
の
な
い
存
在
で
あ（
6
）る」

と
い
う
考
え
方
に
従
い
、
フ

ラ
ン
ス
の
裁
判
機
関
は
正
真
正
銘
の
権
力
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
無
の
権
力
（puissance nulle

）」
で
あ
り
、
過
度
な
解
釈
権
を
剝
奪

さ
れ
た
法
適
用
機
関
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
き（
7
）た。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
官
を
権
力
と
し
て
観
念
し
な
い
こ
と
で
権
力
分
立
の
対
象
か
ら
除
外
し
、
他
の
二
権
に
劣
後
す
る
位
置
付
け
を
与

え
る
と
い
う
特
殊
フ
ラ
ン
ス
的
な
裁
判
権
の
位
置
付
け
は
憲
法
学
の
学
問
的
関
心
に
お
い
て
も
ま
た
相
対
的
に
重
要
度
が
低
い
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
サ
ン
・
ボ
ネ
は
、
革
命
以
降
の
憲
政
学
の
主
題
と
し
て
は
、（
α
）（
一
般
意
思
と
い
う
意
味
で
）
権
力
を
保
持

し
、
裁
判
官
が
排
除
さ
れ
る
諸
権
力
（
す
な
わ
ち
立
法
府
お
よ
び
行
政
府
）
の
正
統
性
の
問
題
と
、（
β
）
こ
れ
ら
の
諸
機
関
の
間
で
の
職
務

の
配
分
の
問
題
が
あ
り
、
こ
の
両
者
が
「
憲
法
（constitution

）」
と
い
う
特
別
法
の
研
究
す
な
わ
ち
憲
政
学
の
対
象
で
あ
り
、
憲
政
学
は

こ
の
よ
う
な
政
治
権
力
の
正
統
性
や
帰
属
、
枠
組
を
扱
う
研
究
で
あ
っ
た
と
指
摘
す（
8
）る。
具
体
的
に
は
（
α
）
で
は
投
票
方
法
の
研
究
、
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（
β
）
で
は
二
院
制
の
問
題
や
執
行
府
の
拒
否
権
、
解
散
権
、
執
行
者
責
任
の
研
究
が
主
に
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
裁
判
権
や
司

法
は
本
来
の
憲
政
学
の
関
心
か
ら
外
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
政
治
司
法
は
本
稿
で
述
べ
る
通
り
政
治
機
関
が
裁
判
作
用
を
備
え
る
制
度
を
表
す
概
念
で
あ
り
、
普
通
法
（droit 

com
m
on

）
が
適
用
さ
れ
る
司
法
裁
判
権
と
の
対
比
が
意
識
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
（
こ
の
意
味
で
β
の
問
題
と
し
て
の
側
面
が
強
い
も
の
と

思
わ
れ
る
）、
憲
政
学
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
政
治
家
と
し
て
も
有
名
で
あ
っ
た
公
法
学
者
の
ポ
ウ

ル
・
バ
ス
テ
ィ
ッ
ド
は
パ
リ
第
五
大
学
で
の
博
士
課
程
向
け
比
較
憲
法
学
講
座
（
一
九
五
六
―
五
七
年
）
で
政
治
司
法
の
テ
ー
マ
を
扱
っ

て
い（
9
）る。

㈢　

本
論
文
の
展
開

　

筆
者
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
政
治
司
法
」
の
典
型
と
さ
れ
て
い
る
閣
僚
裁
判
権
の
研
究
を
も
と
に
、
法
と
政
治
の
交
錯
を
め
ぐ
る
問

題
を
論
じ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
論
文
で
は
、「
政
治
司
法
」
概
念
そ
の
も
の
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
そ
こ
で
、
第

一
に
こ
の
政
治
司
法
の
概
念
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
、
そ
の
概
念
が
い
か
な
る
憲
法
問
題
を
射
程
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
ど

の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
制
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
（
↓
二
）。
さ
ら
に
、
第
二
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
高
等
法
院
制
度
や
共
和

国
法
院
に
お
け
る
閣
僚
裁
判
権
の
例
を
挙
げ
つ
つ
、
政
治
司
法
の
現
代
的
変
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
（
↓
三
）。
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二　

政
治
司
法
の
概
念

㈠　

政
治
司
法
の
定
義

　

政
治
司
法
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
の
ド
ゥ
ニ
・
サ
ラ
ス
著
『
司
法
の
一
〇
〇
の
言
葉
』
の
《justice politique

》
の
項

目
を
見
る
と
、
二
つ
の
種
類
の
政
治
司
法

―
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
政
治
司
法
と
そ
れ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
政
治
司
法

―
に
分
け
て

説
明
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
、
一
六
六
一
年
の
ニ
コ
ラ
・
フ
ー
ケ
の
処
罰
）
10
（

例
を
挙
げ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

長
年
、
訴
訟
が
権
力
の
領
域
に
触
れ
る
場
合
は
、
訴
訟
は
政
治
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
裁
判
官
は
注
意
深
く
選
出
さ
れ
る
が
、
手
続
は
最
小
限

で
、
合
法
性
（légalité

）
を
欠
い
て
い
た
。
権
力
分
立
を
無
視
す
る
政
体

―
君
主
制
で
あ
れ
独
裁
で
あ
れ

―
は
す
べ
て
こ
の
系
統
に
組
み
込
ま

れ
る
。
レ
ゾ
ン
・
デ
タ
（
国
家
的
理
由
：raison d

’État

）
は
競
争
相
手
や
政
敵
の
排
除
を
覆
い
隠
す
た
め
に
、
絶
え
ず
訴
訟
を
必
要
と
し
て
い
）
11
（

た
。

　

こ
こ
で
は
訴
訟
の
名
を
借
り
た
政
治
闘
争
と
し
て
の
政
治
司
法
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
の

オ
ッ
ト
ー
・
キ
ル
ヒ
ハ
イ
マ
ー
が
、
そ
の
著
書
で
あ
る
『
政
治
司
法
（Political Justice / Politische Jus

）
12
（tiz

）』
の
副
題
に
お
い
て
「
政
治

目
的
に
お
け
る
法
手
続
〔
＝
司
法
手
続
〕
の
利
用
」（〔　
〕
書
き
：
筆
者
。
以
下
同
）
と
表
し
た
こ
と
と
共
通
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
お
、

議
院
内
閣
制
に
お
け
る
政
治
司
法
は
、
一
八
一
四
年
憲
章
で
成
立
し
、
第
三
共
和
政
や
第
五
共
和
政
で
設
け
ら
れ
た
よ
う
な
高
等
法
院
や

一
九
九
三
年
憲
法
改
正
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
共
和
国
法
院
制
度
、
大
統
領
の
免
責
特
権
の
説
明
で
あ
り
、
政
治
指
導
者
や
政
府
構
成
員

の
責
任
が
問
題
と
な
る
制
度
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

ま
た
、《justice politique

》
と
類
似
の
言
葉
と
し
て
注
目
す
べ
き
用
語
と
し
て
、
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
著
し
た
『
ア
メ
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リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
第
一
巻
）』（
一
八
三
六
年
）
第
一
部
第
七
章
「
合
衆
国
の
政
治
裁
判
に
つ
い
て
」
に
「
政
治
裁
判
（jugem

ent 

politique

）」
と
い
う
用
語
が
登
場
す
る
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
れ
を
「
一
時
的
に
裁
判
す
る
権
利
を
備
え
た
政
治
的
コ
オ
ル
（corps 

politique
）
に
よ
り
下
さ
れ
る
判
）
13
（
決
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
以
上
の
定
義
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
区
別
な
く
、
ま
た
君
主
政
か
民

主
政
か
の
区
別
を
し
て
い
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
観
察
し
た
政
治
裁
判
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
裁
判
は
罪
人
処
罰
を
目
的
と

す
る
裁
判
権
の
政
治
機
関
へ
の
臨
時
的
な
集
中
で
あ
り
、
公
職
禁
止
等
の
効
果
は
判
決
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
罪
人
処
罰
と

い
う
「
司
法
行
為
（acte judiciaire

）」
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
、
政
治
裁
判
の
主
要
目
的
を
「
権
力

を
濫
用
し
た
者
か
ら
権
力
を
剝
奪
し
、
そ
の
者
が
将
来
的
に
権
力
の
座
に
つ
く
こ
と
を
防
止
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、
政
治
裁
判
は

「
判
決
の
形
式
を
与
え
ら
れ
た
行
政
行
為
（acte adm

inistrative

）」
と
捉
え
ら
れ
て
い
）
14
（
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
高
等
法
院
に
お
け
る
閣
僚
裁

判
は
組
織
的
に
は
議
会
が
法
院
を
構
成
す
る
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
と
、
司
法
作
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
政
治
機
関
へ
の
裁
判
権
の
集
中
と
し
て
み
て
い
る
が
、《justice politique

》
と
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の

高
等
法
院
は
憲
法
典
に
よ
り
人
民
陪
審
や
職
業
裁
判
官
を
伴
う
も
の
と
議
会
（
主
に
上
院
）
が
法
院
を
構
成
す
る
も
の
が
あ
り
、
必
ず
し

も
組
織
的
側
面
か
ら
、
政
治
司
法
が
「
政
治
機
関
が
裁
判
す
る
こ
と
」
を
表
す
と
い
う
結
論
は
導
き
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
橋

泉
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
閣
僚
責
任
に
関
す
る
論
文
に
お
い
て
、「
人
的
（
閣
僚
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大
統
領
も
）・
事
項
的
（
政
治
犯
罪
）
の

二
重
の
意
味
に
お
い
て
政
治
性
を
帯
び
て
お
り
、
議
院
（
上
院
）
自
身
が
裁
判
機
関
と
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
下
院
に
訴
追
権
を

附
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
議
員
陪
審
や
職
業
裁
判
官
と
並
ん
で
の
議
員
裁
判
官
の
司
法
参
加
な
ど
を
通
じ
て
司
法
手
続
に
政
治

的
色
彩
を
与
え
続
け
て
き
）
15
（

た
」
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
政
治
司
法
が
対
象
と
す
る
作
用

―
人
的
要
素
（
人
的
管
轄
）
お
よ
び
事
項
的
要

素
（
事
物
管
轄
）

―
で
そ
の
政
治
性
が
問
題
と
な
る
。

　

政
治
司
法
の
定
義
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
言
明
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
背
景
に
あ
る
。
第
一
に
、「
政
治
」
と
「
司
法
」
の
分
離
と

い
う
権
力
分
立
の
観
点
か
ら
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
、「
こ
の
〔
政
治
と
司
法
の
〕
非
両
立
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性
は
常
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
政
治
作
用
と
司
法
作
用
が
少
し
ず
つ
分
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
極
め
て
異
な
る
職

務
と
登
用
（recrutem

ent

）
の
規
定
に
服
す
る
専
門
化
さ
れ
た
機
関
が
与
え
ら
れ
て
い
く
な
か
で
の
、
国
家
の
建
設
そ
し
て
民
主
化
と
い

う
長
い
プ
ロ
セ
ス
の
産
物
で
あ
）
16
（
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
元
来
は
混
然
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
統
治
作
用
が
、
近
代
国
家
や
民
主
主
主
義

国
家
の
建
設
過
程
で
分
化
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
描
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
と
司
法
が
完
全
に
分
化
す
る
こ
と
を
理
想
と
し

た
う
え
で
、
政
治
司
法
は
こ
の
よ
う
な
分
化
プ
ロ
セ
ス
の
途
上
に
あ
る
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
、
高
橋
は
、
政
治
司
法
は
、
刑

事
責
任
と
政
治
責
任
の
「
狭
間
に
位
置
し
て
文
字
通
り
〈
政
治
〉
と
〈
司
法
〉
の
未
分
化
状
況
を
体
現
す
る
理
論
枠
組
）
17
（
み
」
で
あ
る
と
評

価
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、「
政
治
」
と
「
法
」
の
概
念
の
問
題
で
あ
る
。
政
治
司
法
の
分
析
に
あ
た
り
、
何
を
も
っ
て
「
政
治
的
（politique

）」
と
す

る
か
、
そ
の
「
政
治
」
概
念
の
定
義
と
、
そ
の
対
面
に
定
義
と
し
て
法
的
な
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
伴
う
。
こ
れ
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
高
等
法
院
や
共
和
国
法
院
に
お
い
て
問
わ
れ
る
閣
僚
責
任
が
政
治
責
任
か
法
的
責
任
（
刑
事
責
任
）
か
と
い
う
論
点
に
関
わ
る
。

㈡　

ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
の
識
別
基
準

　

こ
の
よ
う
に
、
政
治
司
法
を
定
義
す
る
こ
と
は
困
難
な
作
業
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
い
か
な
る
裁
判
制
度
を
政
治
司

法
と
し
て
認
識
す
る
か
と
い
う
学
説
上
用
い
ら
れ
て
き
た
識
別
基
準
を
分
析
し
た
の
が
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
で
あ
る
。

1　

組
織
的
基
準

　

ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
組
織
的
基
準
（critère organique

）」
は
政
治
権
力
に
対
し
て
裁
判
を
行
う
機
関
の
帰
属

ま
た
は
独
立
関
係
の
存
在
を
識
別
原
理
と
す
る
。
典
型
的
に
は
、
政
治
的
構
成
に
よ
る
機
関
に
よ
り
裁
判
を
行
う
場
合
、
ま
た
は
裁
判
体

が
執
行
府
の
一
人
ま
た
は
複
数
の
構
成
員

―
大
統
領
、
大
臣

―
ま
た
は
立
法
府
の
構
成
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
裁
判
は
政

治
的
で
あ
）
18
（
る
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
な
政
治
的
コ
オ
ル
に
よ
る
裁
判
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
ブ
シ
ィ
=
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ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
こ
の
基
準
に
つ
い
て
は
次
の
評
価
を
与
え
る
。

構
成
員
を
選
出
し
、
ま
た
は
、
法
的
な
い
し
事
実
上
の
権
限
を
構
成
員
に
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
手
段
を
政
治
的
機
関
が

保
持
す
る
場
合
に
、
そ
の
裁
判
体
は
よ
り
鋭
敏
に
政
治
的
と
い
え
る
。
こ
の
組
織
的
基
準
は
裁
判
体
の
政
治
的
な
構
成
に
基
づ
く
場
合
に
は
単
純
な
適

用
で
あ
る
が
、〔
裁
判
体
へ
の
〕
圧
力
を
与
え
る
手
段
の
行
使
に
基
づ
く
複
雑
な
処
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
治
的
権
力
が
司
法
に
対
す
る
権
限

を
欠
く
こ
と
の
な
い
以
上
、
こ
の
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
あ
ら
ゆ
る
司
法
を
政
治
的
と
み
な
す
危
険
が
あ
）
19
（
る
。

　

確
か
に
裁
判
機
関
の
構
成
だ
け
を
捉
え
れ
ば
単
純
な
問
題
に
な
り
、
現
実
に
は
裁
判
官
の
指
名
の
際
に
政
治
的
配
慮
が
色
濃
く
影
響
す

る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
以
上
、
実
質
的
な
政
治
的
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
裁
判
官
を
は
じ
め
と

し
て
政
治
部
門
に
よ
る
裁
判
官
の
指
名
や
任
命
は
お
よ
そ
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
安
易
に
基
準
を
拡
張
す
る
の
は
危
険
で
あ
り
、

よ
り
緻
密
な
分
析
が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
こ
の
基
準
が
法
創
造
機
関
と
し
て
裁
判
官
が
政
治
性
を
帯
び

る
「
司
法
の
政
治
化
」
現
象
の
問
題
を
想
定
し
て
い
な
い
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
）
20
（
る
。

　

こ
の
組
織
的
基
準
を
フ
ラ
ン
ス
の
高
等
法
院
と
共
和
国
法
院
制
度
に
当
て
は
め
た
場
合
、
専
ら
議
員
構
成
員
か
ら
成
る
高
等
法
院
は
ま

さ
に
政
治
司
法
と
認
め
ら
れ
る
が
、
元
老
院
議
員
六
名
と
国
民
議
会
議
員
六
名
、
破
毀
院
裁
判
官
三
名
に
よ
る
混
成
で
、
破
毀
院
裁
判
官

が
主
宰
す
る
共
和
国
法
院
の
場
合
は
政
治
司
法
に
該
当
す
る
か
否
か
は
こ
の
基
準
か
ら
は
直
ち
に
導
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
組
織
的
基
準
は
単
独
で
は
限
界
の
あ
る
基
準
と
思
わ
れ
る
。

2　
「
法
外
な
制
度
」
基
準

　

こ
の
基
準
は
「
法
外
な
制
度
（régim

e exorbitant

）
の
存
在
」
に
着
目
し
た
基
準
で
あ
る
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

「
立
法
作
用
お
よ
び
執
行
作
用
が
関
わ
る
争
訟
が
、
普
通
法
を
適
用
除
外
す
る
手
続
や
普
通
法
を
逸
脱
す
る
実
体
原
則
に
従
う
以
上
、
司
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法
は
政
治
的
特
徴
を
帯
び
る
」
と
し
て
特
別
な
手
続
の
存
在
か
ら
政
治
司
法
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
基
準
で
あ
）
21
（
る
。
例
え
ば
、
手
続
面
で
、

付
託
（
提
訴
）
に
関
す
る
限
定
的
な
規
定
や
審
級
上
の
修
正
が
あ
る
場
合
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
三
つ
の
場
合
が
あ
り
、
①
特
定
の

政
治
的
職
務
を
行
使
す
る
「
人
」
が
係
る
場
合
（
免
責
特
権
、
訴
追
へ
の
同
意
の
必
要
等
の
問
題
）、
②
公
法
人
（
国
、
地
方
自
治
体
、
公
施

設
）
の
行
為
（
異
議
申
立
が
特
殊
な
手
続
を
要
す
る
、
ま
た
は
政
治
機
関
の
留
保
を
受
け
る
）
の
場
合
、
③
関
係
す
る
活
動
が
政
治
的
特
徴
を
も

つ
場
合
（
選
挙
上
の
競
争
、
武
力
闘
争
、
戦
争
ま
た
は
テ
ロ
行
為
）
で
あ
る
。
①
と
②
に
つ
い
て
は
、
高
等
法
院
の
人
的
管
轄
（
閣
僚
の
管
轄
権

や
大
統
領
の
免
責
）、
③
に
つ
い
て
は
事
物
管
轄
（
国
家
に
対
す
る
罪
）
が
該
当
す
る
。
ま
た
、
前
述
の
高
橋
の
記
述
に
も
沿
う
基
準
で
あ
ろ

う
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
基
準
に
つ
い
て
も
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
「
司
法
が
政
治
的
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
特
殊
性
な
い
し
法
外
性
は

い
か
な
る
程
度
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
の
は
未
だ
に
困
難
な
ま
ま
で
あ
）
22
（

る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
基

準
は
外
見
的
な
単
純
性
さ
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
点
や
、
普
通
法
に
は
な
い
特
殊
な
手
続
や
制
度
が
必
ず
し
も
政
治
的
配
慮
に
由
来
す
る
も

の
で
は
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る
。

3　

事
物
的
基
準

　

第
三
に
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
が
「
事
物
的
基
準
（critère m

atériel

）」
と
形
容
す
る
基
準
は
、「
三
重
の
意
味
に
拡
張
さ
れ
る
政

治
（la politique

）
そ
の
も
の
に
関
す
る
基
準
」
で
あ
り
、
そ
の
政
治
の
意
味
は
、
①
国
家
（polis

）、
②
権
力
の
地
位
を
獲
得
す
る
た
め

の
政
治
的
ア
ク
タ
ー
同
士
の
争
い
（politics

）、
③
国
境
内
お
よ
び
国
境
外
で
の
国
家
権
力
の
行
使
（polity

）
に
分
か
れ
る
と
い
う
。
こ

れ
ら
に
関
係
す
る
問
題
は
政
治
性
を
帯
び
る
た
め
、
そ
の
裁
判
は
政
治
司
法
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
準
に
関
し
て
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ

ル
ム
ー
ル
は
具
体
例
を
提
示
し
て
い
な
い
。
サ
ラ
ス
が
古
典
的
な
政
治
司
法
の
例
と
し
て
い
た
ニ
コ
ラ
・
フ
ー
ケ
の
処
罰
は
政
治
的
闘
争

の
た
め
の
政
治
司
法
と
い
え
、
②
の
事
例
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
基
準
で
も
単
独
で
は
政
治
司
法
の
領
域
を
確

定
す
る
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
、
こ
の
第
三
の
基
準
が
第
一
、
第
二
の
基
準
に
比
べ
る
と
政
治
司
法
が
発
展
し
た
場
合
の
活
動
領
域
を
限

定
す
る
た
め
に
は
適
切
な
基
準
で
あ
る
と
評
価
し
、
ま
た
、
構
成
の
み
に
着
目
す
る
第
一
の
基
準
は
極
め
て
制
限
的
で
あ
り
、
他
方
で
第

二
の
基
準
は
極
め
て
広
汎
で
あ
る
と
し
て
、
三
基
準
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
指
摘
す
）
23
（
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

識
別
基
準
か
ら
窺
え
る
政
治
司
法
の
考
え
方
は
、
政
治
と
司
法
の
関
係
が
問
題
と
な
る
議
論
に
広
く
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

㈢　

政
治
司
法
＝
政
治
犯
罪
の
管
轄
権
と
す
る
説

1　

政
治
司
法
と
政
治
犯
罪

　

ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
の
右
の
三
基
準
で
導
か
れ
る
政
治
司
法
は
広
い
射
程
を
も
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
ミ

シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
・
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
、
一
七
世
紀
の
宰
相
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
公
爵
が
示
し
た
次
の
二
つ
の
視
点
に
従
い
政
治
司
法
を
分
析
し

て
い
）
24
（

る
。
そ
の
視
点
の
一
つ
は
「
組
織
上
の
観
点
」
で
あ
り
、「
政
治
司
法
は
特
別
な
裁
判
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
裁
判
で
あ
る
」
と
す
る
。

こ
こ
で
は
政
治
司
法
が
問
題
と
な
る
特
別
裁
判
所
と
普
通
法
が
適
用
さ
れ
る
裁
判
所
す
な
わ
ち
司
法
裁
判
所
と
が
対
置
さ
れ
る
。
も
う
一

つ
の
視
点
は
、「
作
用
上
の
観
点
」
で
あ
り
、
政
治
司
法
は
そ
れ
が
対
象
と
す
る
「
違
法
行
為
（infraction

）」
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ

る
と
す
る
。
そ
の
違
法
行
為
は
、
例
え
ば
反
逆
罪
や
国
家
安
全
に
対
す
る
罪
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

バ
ス
テ
ィ
ッ
ド
も
政
治
司
法
を
「
国
家
組
織
や
国
家
安
全
に
対
す
る
侵
害
や
公
的
問
題
の
指
揮
に
参
与
す
る
重
大
な
人
物
の
行
為
を
独

自
の
方
法
で
制
約
す
る
制
）
25
（

度
」
と
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
政
治
司
法
は
普
通
法
上
の
刑
事
裁
判
で
は
な
い
。
政
治
司
法
は
刑
事
法
の
全
体
の
中
で
独
自
の
カ
テ
ゴ
リ
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
文

明
化
と
時
代
に
応
じ
て
、
あ
る
時
に
は
通
常
の
裁
判
よ
り
も
厳
格
で
あ
り
、
あ
る
時
に
は
反
対
に
政
治
司
法
の
対
象
と
な
る
事
実
に
よ
っ
て
よ
り
柔
軟
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で
順
応
的
で
流
動
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
司
法
は
常
に
固
有
の
特
徴
を
持
ち
続
け
て
い
）
26
（
る
。

　

こ
の
よ
う
に
バ
ス
テ
ィ
ッ
ド
も
作
用
面
で
違
法
行
為
に
着
目
し
な
が
ら
、
通
常
裁
判
所
と
対
置
さ
れ
る
制
度
と
し
て
政
治
司
法
を
説
明

し
て
い
る
。

　

フ
ァ
ー
ブ
ル
は
こ
の
よ
う
に
組
織
と
作
用
か
ら
特
徴
付
け
ら
れ
る
政
治
司
法
に
つ
い
て
、「
理
論
的
に
、
典
型
的
な
見
方
に
お
い
て
、

政
治
司
法
の
組
織
と
作
用
は
混
濁
し
、
ま
た
は
、
部
分
的
な
い
し
全
面
的
に
分
離
さ
れ
る
」
と
評
価
し
、
以
下
の
類
型
に
政
治
司
法
を
分

類
す
）
27
（

る
。
第
一
に
政
治
司
法
が
担
う
作
用
が
あ
ら
ゆ
る
政
治
犯
罪
を
対
象
と
し
、
そ
の
管
轄
権
を
も
つ
組
織
が
（
司
法
裁
判
所
で
は
な
い
）

特
別
裁
判
所
と
す
る
類
型
（
以
下
、
α
：
作
用
・
組
織
一
致
型
と
す
る
）
で
あ
る
。
第
二
に
、
政
治
司
法
の
担
う
作
用
を
、
最
も
重
大
な
政

治
犯
罪
に
限
定
し
、
そ
の
管
轄
権
を
も
つ
組
織
を
特
別
裁
判
所
と
す
る
が
、
そ
の
他
の
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
は
司
法
裁
判
所
に
管
轄
権
を

帰
属
さ
せ
る
と
い
う
類
型
（
以
下
、
β
：
作
用
・
組
織
一
部
分
離
型
）
で
あ
る
。
第
三
に
、
あ
ら
ゆ
る
政
治
犯
罪
は
完
全
に
独
自
の
組
織
か

ら
解
放
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
政
治
司
法
が
司
法
裁
判
所
に
帰
属
す
る
類
型
（
以
下
、
γ
：
作
用
・
組
織
全
面
分
離
型
）
で
あ
る
。
α
の
類

型
は
古
代
ロ
ー
マ
や
ゲ
ル
マ
ン
法
で
の
制
度
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
五
世
紀
に
移
入
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
や
一
二
世
紀
ま
で
の
封
建

制
を
媒
介
に
存
続
し
た
。
β
の
類
型
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
現
行
制
度
（
論
文
公
刊
時
は
一
九
六
〇
年
）
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
γ

の
類
型
に
お
い
て
は
、
政
治
犯
罪
と
普
通
法
上
の
犯
罪
の
法
的
な
差
異
が
な
く
な
り
、
前
者
が
よ
り
厳
し
く
処
罰
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と

い
う
事
実
上
の
差
異
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
類
型
の
例
と
し
て
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
ソ
連
の
例
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
司
法
裁
判
所
に
帰

属
す
る
と
し
て
も
、
ソ
連
の
場
合
は
自
由
主
義
国
家
的
な
権
力
分
立
を
前
提
に
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
逆
に
通
常
の
司
法
裁
判
所
の
政

治
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
バ
ス
テ
ィ
ッ
ド
や
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
違
法
行
為
や
政
治
犯
罪
に
着
目
し
政
治
司
法
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
視
点
か
ら
は
、
組
織
上
の
観
点
よ
り
も
、
作
用
上
の
観
点
で
あ
る
と
こ
ろ
の
政
治
犯
罪
と
一
般
的
犯
罪
の
区
別
が
重
要
と
な
っ
て
く
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る
。
さ
ら
に
β
の
類
型
に
お
い
て
、
そ
の
管
轄
権
の
帰
属
を
左
右
す
る
政
治
犯
罪
の
重
大
性
を
分
け
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問
題
も
存
在

す
る
（
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
法
的
な
刑
罰
の
重
さ
の
違
い
で
あ
る
と
す
る
が
、
で
は
何
故
法
的
に
差
異
が
設
け
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
が
残
）
28
（

る
）。
こ
の
よ
う

に
政
治
犯
罪
を
キ
ー
概
念
と
し
て
政
治
司
法
を
捉
え
る
考
え
方
は
第
三
共
和
政
の
公
法
学
者
モ
ー
リ
ス
・
オ
ー
リ
ゥ
の
閣
僚
の
刑
事
責
任

の
説
明
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
オ
ー
リ
ゥ
は
「
執
行
機
関
の
長
で
あ
る
者
の
刑
事
責
任
も
ま
た
政
治
責
任
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も

ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
普
通
法
上
の
重
罪
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
政
治
責
任
の
基
本
形
態
な
の
で
あ
る
」
と
捉
え
、

閣
僚
の
刑
事
責
任
は
「
職
務
の
行
使
の
際
に
犯
し
た
す
べ
て
の
種
類
の
政
治
犯
罪
を
理
由
と
す
る
責
任
」
と
し
て
い
）
29
（
る
。
た
だ
し
、
第
三

共
和
政
の
閣
僚
責
任
に
つ
い
て
の
憲
法
上
規
定
は
非
常
に
簡
素
で
あ
り
（
公
権
力
の
諸
関
係
に
関
す
る
一
八
七
五
年
七
月
一
六
日
の
法
律
一
二

条
）、
通
常
裁
判
所
の
競
合
的
管
轄
権
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
記
の
分
類
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
と
い
う
点
で
は
微
妙

で
あ
る
。

2　

政
治
犯
罪
の
概
念

　

そ
れ
で
は
、
政
治
司
法
の
要
素
で
あ
る
政
治
犯
罪
は
い
か
な
る
犯
罪
を
対
象
と
す
る
か
。
政
治
犯
罪
の
概
念
が
こ
こ
で
問
題
と
な
る
。

デ
ニ
ス
・
ザ
ボ
は
カ
ナ
ダ
の
犯
罪
学
者
で
は
あ
る
が
、
法
制
史
的
・
比
較
法
的
視
点
か
ら
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
り
注
目
に
値

す
る
。

　

ザ
ボ
は
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
、「
種
の
生
存
が
近
親
婚
の
禁
止
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
も
、
反
逆
罪
を
原
型
と
す
る
政
治

犯
罪
の
抑
制
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
）
30
（
る
」
と
説
明
し
、
政
治
犯
罪
抑
制
の
目
的
を
社
会
の
維
持
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
歴
史

的
沿
革
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

ま
ず
、
古
代
の
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
は
ア
テ
ネ
の
例
を
挙
げ
、
民
主
主
義
を
破
壊
す
る
者
を
敵
と
み
な
し
、
敵
を
殺
す
者
は
無
実
と
す

る
と
い
う
考
え
方
の
も
と
で
、
反
逆
罪
（perduellio

）
や
主
権
侵
害
罪
（crim

en laesae m
ajestatis

）
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ 

れ
ら
の
罪
を
犯
し
た
者
は
外
敵
と
同
視
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
法
的
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
想
定
さ
れ
ず
、
実
力
行
使
が
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
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り
、
こ
れ
ら
の
政
治
犯
罪
は
法
体
系
の
埒
外
に
あ
っ
た
と
い
う
。
フ
ァ
ー
ブ
ル
が
ア
テ
ネ
で
は
「
組
織
的
に
政
治
司
法
が
存
在
し
な
い）

31
（

」

と
指
摘
す
る
通
り
、
政
治
司
法
は
な
い
も
の
の
そ
の
対
象
と
な
る
政
治
犯
罪
概
念
自
体
は
形
成
過
程
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

次
に
、
教
会
法
と
世
俗
法
の
二
元
的
法
秩
序
が
存
在
す
る
中
世
で
は
、
政
治
犯
罪
も
教
会
法
と
世
俗
法
そ
れ
ぞ
れ
に
反
逆
罪
が
存
在
し
、

ま
た
裁
判
権
も
教
会
裁
判
所
と
世
俗
法
の
裁
判
所
に
区
別
さ
れ
）
32
（
た
。
ア
テ
ネ
で
は
民
主
主
義
の
否
定
が
政
治
犯
罪
に
結
び
つ
い
て
い
た
が
、

ザ
ボ
に
よ
れ
ば
、
国
王
と
専
制
君
主
の
区
別
に
よ
っ
て
抵
抗
権
が
政
治
思
想
（
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
抵
抗
権
論
）
や
実
定
法
に
導
入
さ

れ
）
33
（
た
。
他
方
で
、
封
建
制
の
基
礎
を
構
成
す
る
忠
誠
が
そ
の
背
信
を
政
治
犯
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
で
維
持
さ
れ
て
い
た
。

　

近
代
で
は
、
王
権
が
教
会
か
ら
独
立
し
、
各
諸
侯
に
優
位
し
、
そ
し
て
レ
ゾ
ン
・
デ
タ
が
封
建
的
忠
誠
に
よ
る
紐
帯
に
取
っ
て
代
わ
っ

た
。
こ
の
時
期
か
ら
政
治
犯
罪
は
罪
刑
法
定
主
義
が
適
用
除
外
さ
れ
、
裁
判
所
が
自
由
裁
量
的
な
犯
罪
の
性
質
決
定
と
刑
罰
の
決
定
を

行
っ
た
。
こ
の
点
、「
通
常
の
事
件
で
は
、
裁
判
に
は
証
拠
の
明
晰
性
（clarté

）
と
明
白
性
（évidence

）
が
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
国
家

の
事
件
に
つ
い
て
は
同
様
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
し
ば
し
ば
推
測
が
証
拠
の
代
わ
り
に
な
る
べ
き
場
合
が
あ
）
34
（
る
」
と
い
う
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー

公
爵
の
言
説
が
レ
ゾ
ン
・
デ
タ
に
よ
る
政
治
犯
罪
を
特
徴
付
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
レ
ゾ
ン
・
デ
タ
に
よ
る
政
治
犯
罪
は
、
市
民
革
命
に
よ
る
自
由
主
義
的
国
家
の
誕
生
に
よ
り
、
政
治
の
法
へ
の
従
属
が
目

指
さ
れ
る
な
か
で
、
政
治
的
な
裁
判
所
が
徐
々
に
減
少
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
）
35
（

る
。
た
だ
し
、
革
命
後
も
、
確
立
さ
れ
た

（
自
由
主
義
的
）
秩
序
に
対
す
る
無
政
府
主
義
者
か
ら
の
脅
威
へ
の
防
衛
と
い
う
観
点
か
ら
政
治
犯
罪
が
注
目
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え

ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
六
三
年
に
創
設
さ
れ
た
国
家
公
安
法
院
（Cour de Sûreté de l

’État

）
と
い
う
特
別
裁
判
所
に
テ
ロ
犯
罪
等
の

政
治
犯
罪
の
裁
判
管
轄
を
認
め
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
法
院
は
そ
の
過
度
な
権
限
が
公
的
自
由
お
よ
び
意
見
表
明
の
自
由
へ
の
脅
威

と
み
ら
れ
た
た
め
一
九
八
一
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
古
代
か
ら
現
代
に
わ
た
り
存
在
す
る
政
治
犯
罪
は
歴
史
性
の
あ
る
概
念
で
あ
る
ゆ
え
に
、
ザ
ボ
は
「
政
治
犯
罪
は
一
定
不

変
の
特
徴
を
も
た
ず
相
対
的
」
で
あ
る
と
指
摘
す
）
36
（
る
。
ま
た
「
政
治
的
（politique
）」
と
い
う
形
容
詞
か
ら
の
副
次
的
特
徴
か
ら
政
治
犯
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罪
を
次
の
よ
う
に
特
徴
付
け
る
。

従
っ
て
、
こ
の
犯
罪
は
本
質
的
に
は
い
わ
ば
例
外
的
犯
罪
で
あ
り
、
国
内
的
攻
撃
（
殆
ど
常
に
国
外
的
共
謀
と
結
び
つ
い
て
い
る
）
に
対
す
る
社
会
コ

オ
ル
の
防
衛
反
応
で
あ
る
が
、
そ
の
〔
政
治
犯
罪
の
〕
存
在
自
体
に
よ
っ
て
政
治
犯
罪
か
ら
必
然
的
に
由
来
す
る
専
制
的
な
威
嚇
に
よ
り
公
的
自
由
を

危
険
に
晒
す
も
の
で
あ
）
37
（
る
。

　

ザ
ボ
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
制
限
列
挙
的
に
政
治
犯
罪
を
規
定
し
て
い
る
国
も
あ
る
が
、
大
陸
法
的
に
政
治
犯
罪
は
こ
の
よ

う
に
曖
昧
で
専
制
的
で
あ
り
公
的
自
由
を
脅
か
す
も
の
と
い
う
特
徴
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ザ
ボ
は
政
治
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
、
政
治
犯
罪
行
為
の
動
機
・
目
的
（
主
観
的
要
素
）
か
ら
は
、「
確
立
さ
れ
た
政
治
秩
序

の
修
正
ま
た
は
転
覆
、
国
家
安
全
に
対
す
る
侵
害
」
で
あ
る
こ
と
が
、
侵
害
さ
れ
る
権
利
の
性
質
（
客
観
的
要
素
）
か
ら
は
、
国
家
の
政

治
的
組
織
へ
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
行
為
を
導
き
、
政
治
犯
罪
の
成
立
に
は
政
治
秩
序
の
部
分
的
ま
た
は
全
体
的
破
壊
の
故
意
が
、
必
要
で
あ

る
と
述
べ
）
38
（

る
。
ま
た
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
政
治
犯
罪
の
副
次
的
特
徴
と
し
て
は
、
政
治
犯
罪
の
定
義
が
「
政
治
的
」
と
い
う
文
言
の
実

質
に
依
存
す
る
た
め
、
特
定
の
政
治
秩
序
へ
の
愛
着
、
政
治
秩
序
に
つ
い
て
の
相
対
的
な
価
値
は
そ
の
秩
序
が
体
現
す
る
集
団
性
や
世
論

に
依
存
す
る
こ
と
と
な
）
39
（

る
。
ザ
ボ
は
「
現
代
の
情
勢
か
ら
、
政
治
犯
罪
が
、
重
大
な
社
会
的
危
機
や
急
速
な
発
展
に
よ
る
激
動
を
受
け
熱

狂
し
た
社
会
コ
オ
ル
の
専
有
物
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
」
と
い
う
現
代
的
な
特
徴
か
ら
、
極
端
に
重
大
な
情
勢
の
み
が
特
別
裁
判

所
と
政
治
的
目
的
に
基
づ
く
刑
罰
類
型
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
）
40
（
る
。

　

以
上
の
ザ
ボ
の
議
論
か
ら
、
政
治
犯
罪
概
念
は
一
定
不
変
の
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
時
代
に
応
じ
た
政
治
秩
序
に
照
ら
し
て
、

確
立
さ
れ
た
政
治
秩
序
の
修
正
・
転
覆
や
安
全
へ
の
侵
害
を
目
的
と
す
る
国
家
の
政
治
的
組
織
へ
の
侵
害
行
為
が
政
治
犯
罪
の
核
心
部
分

で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
犯
罪
の
裁
判
権
を
特
別
裁
判
所
に
帰
属
さ
せ
る
仕
組
み
が
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
や
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
視
点
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に
立
つ
政
治
司
法
で
あ
り
、
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
β
型
の
政
治
司
法
に
お
い
て
は
、
ザ
ボ
が
示
す
政
治
犯
罪
の
核
心
部
分
と
そ
れ
以
外
の
政
治

犯
罪
（
例
え
ば
、
贈
収
賄
や
会
社
財
産
濫
用
）
を
区
別
す
る
こ
と
が
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

㈣　

政
治
司
法
に
お
け
る
責
任
の
主
体

　

フ
ァ
ー
ブ
ル
は
、
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
に
な
ら
い
政
治
犯
罪
の
裁
判
と
い
う
政
治
司
法
の
作
用
に
着
目
し
て
政
治
司
法
を
類
型
化
し
た
が
、

他
方
で
、
政
治
的
「
犯
罪
者
（crim

inel

）」
と
い
う
主
体
の
問
題
に
着
目
し
た
論
者
と
し
て
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
を
例
に
挙
げ

て
政
治
司
法
を
説
明
し
て
い
）
41
（

る
。
コ
ン
ス
タ
ン
は
議
院
内
閣
制
的
な
高
等
法
院
制
度
を
導
入
し
た
一
八
一
四
年
憲
章
に
類
似
し
た
一
八
一

五
年
帝
国
憲
法
附
属
法
の
起
草
を
依
頼
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
）
42
（
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
主
体
は
ま
さ
に
閣
僚
で
あ
り
、
国
家
を
害
す
る
危

険
を
も
つ
多
く
の
閣
僚
の
行
為
が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
は
、
不
正
ま
た
は
無
用
な
戦
争
の
企
図
、
戦
争
指
揮
に
お
け

る
著
し
い
遅
滞
ま
た
は
趨
走
、
外
交
で
の
不
手
際
、
経
済
政
策
の
失
敗
な
ど
に
よ
る
公
の
信
用
の
動
揺
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
コ
ン
ス
タ

ン
の
立
場
か
ら
す
る
と
閣
僚
の
「
有
害
な
」
行
為
を
す
べ
て
予
め
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ケ
ー
ス
ご
と
に
犯
罪
の
性
質
決
定

と
刑
罰
を
決
定
す
る
政
治
的
な
裁
判
所
の
制
度
に
よ
る
解
決
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
）
43
（

る
。

　

こ
の
よ
う
な
主
体
の
問
題
を
顕
在
化
さ
せ
た
コ
ン
ス
タ
ン
の
捉
え
方
が
閣
僚
責
任
論
と
し
て
の
政
治
司
法
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

例
え
ば
、
第
三
共
和
政
の
公
法
学
者
で
あ
る
ア
デ
マ
ー
ル
・
エ
ス
マ
ン
や
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
に
よ
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
の
理
論
が

復
活
し
て
い
る
と
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
指
摘
し
て
い
）
44
（
る
。

　

ま
た
、
前
述
の
ザ
ボ
の
分
析
は
政
治
犯
罪
自
体
を
あ
る
程
度
定
義
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
そ
れ
を
司
法
裁
判
所
の
管
轄
に
移
譲
す
る
議

論
に
結
び
つ
く
が
、
コ
ン
ス
タ
ン
の
議
論
は
法
律
に
よ
る
定
義
を
放
棄
す
る
た
め
、
第
三
共
和
政
的
な
上
院
の
至
高
的
権
限
に
よ
る
自
由

裁
量
的
な
政
治
的
裁
判
を
容
認
す
る
方
向
に
働
く
。
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㈤　

政
治
司
法
の
存
在
意
義
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
本
章
㈡
で
提
示
し
た
三
つ
の
識
別
基
準
に
加
え
て
、
社
会
の
他
の
構
成
要
素
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
政
治

司
法
に
ど
の
よ
う
な
役
割
や
地
位
を
与
え
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
政
治
司
法
を
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
政
治
司
法
の
存
在
理

由
な
い
し
存
在
意
義
に
着
目
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
存
在
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
政
治
司
法
を
め
ぐ
る
二
つ

の
歴
史
的
契
機
に
着
目
し
て
い
る
。

1　

絶
対
主
義
へ
の
移
行
に
お
け
る
政
治
司
法

　

そ
の
一
つ
は
、
ザ
ボ
も
指
摘
し
て
い
た
点
と
重
な
る
が
、
封
建
制
度
か
ら
絶
対
主
義
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
中
央
集
権
的
な
体
制
の
も

と
、
君
主
の
権
限
の
保
護
と
外
敵
に
対
す
る
国
家
の
保
護
の
手
段
と
し
て
政
治
司
法
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
主
義
で
は
、
権

力
の
一
元
的
な
掌
握
が
要
請
さ
れ
、
国
家
利
益
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
主
権
者
（
君
主
）
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
君
主
の
主

観
的
な
レ
ゾ
ン
・
デ
タ
や
国
家
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
、「
政
治
に
よ
る
政
治
の
た
め
）
45
（

の
」
政
治
司
法
と
し
て
の
位
置
付
け
が
第
一
の

歴
史
的
契
機
に
お
け
る
政
治
司
法
で
あ
る
。

　

こ
の
絶
対
主
義
的
要
請
か
ら
の
政
治
司
法
の
位
置
付
け
は
「
国
王
は
違
法
を
な
し
え
な
い
」
と
い
う
法
諺
か
ら
導
か
れ
る
君
主
や
国
家

元
首
の
無
答
責
と
親
和
的
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
共
和
国
大
統
領
の
免
責
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
）
46
（

る
。
大

統
領
責
任
に
つ
い
て
は
、
第
三
共
和
政
以
降
、
大
統
領
は
大
反
逆
罪
の
責
任
を
負
う
と
規
定
さ
れ
た
も
の
の
、
第
五
共
和
政
憲
法
に
お
け

る
二
〇
〇
七
年
憲
法
改
正
に
よ
り
、
国
際
刑
事
裁
判
権
と
新
た
な
高
等
法
院
に
よ
る
罷
免
手
続
以
外
に
大
統
領
が
無
答
責
で
あ
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
、
再
び
大
統
領
の
免
責
は
憲
法
上
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

2　

民
主
化
過
程
に
お
け
る
政
治
司
法

　

政
治
司
法
の
第
二
の
歴
史
的
契
機
は
、
絶
対
主
義
か
ら
の
解
放
と
国
家
の
民
主
化
過
程
で
あ
る
。
第
一
の
契
機
で
あ
る
絶
対
主
義
は
、
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私
的
な
領
土
支
配
か
ら
国
家
の
形
で
制
度
化
さ
れ
た
支
配
の
公
的
独
占
へ
の
転
換
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
主
観
的
な
レ
ゾ
ン
・
デ

タ
や
国
家
利
益
に
よ
り
支
配
さ
れ
た
政
治
司
法
の
克
服
の
た
め
に
、
君
主
の
利
益
と
「
非
主
観
的
な
レ
ゾ
ン
・
デ
）
47
（

タ
」
を
区
別
す
る
思
想
、

さ
ら
に
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
社
会
契
約
理
論
の
優
勢
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
と
い
う
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
「
社
会
契
約
理

論
が
生
み
出
し
た
学
説
上
の
議
論
で
の
豊
富
な
知
見
に
お
い
て
、
社
会
契
約
理
論
は
、
権
力
の
利
用
を
専
ら
社
会
へ
の
奉
仕
を
究
極
目
的

と
し
た
法
的
特
権
の
行
使
へ
と
変
容
さ
せ
、
国
家
を
し
て
、
そ
の
政
治
的
特
徴
が
多
か
れ
少
な
か
れ
表
れ
る
司
法
に
服
従
せ
し
め
る
こ
と

を
正
当
化
す
る
」
と
述
べ
）
48
（
る
。
さ
ら
に
、
民
主
化
過
程
に
お
け
る
政
治
司
法
は
、
政
治
を
法
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
と
特
別
裁
判
所
の
創
設

に
よ
る
実
現
か
ら
成
り
立
つ
と
指
摘
す
る
。

3　

政
治
を
法
に
従
属
さ
せ
る
諸
理
由

　

政
治
の
法
へ
の
従
属
の
第
一
の
理
由
に
、
自
由
主
義
的
側
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
的
な
個

人
的
自
由
の
優
越
お
よ
び
経
済
領
域
の
自
律
性
・
市
場
の
自
己
統
制
能
力
の
信
仰
が
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
的
自
由
主
義
に
結
び
つ
く
こ
と

を
指
摘
す
る）

49
（

。「
予
め
制
定
さ
れ
、
社
会
の
構
成
員
が
明
示
的
に
同
意
し
た
法
へ
の
服
従
」
を
重
視
し
、「
固
有
権
の
保
全
こ
そ
が
統
治
の

目
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
人
々
は
社
会
に
入
）
50
（
る
」
と
ロ
ッ
ク
が
い
う
よ
う
に
、
自
由
主
義
に
お
け
る
統
治
は
生
命
・
自
由
と
り
わ
け
各

自
の
財
産
権
（
固
有
権
）
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
、
人
民
主
権
に
対
す
る
あ
る
種

の
懐
疑
を
も
ち
、「
ル
ソ
ー
が
着
想
し
た
よ
う
な
民
主
政
と
不
可
分
で
あ
る
よ
う
な
、
人
民
の
自
己
に
対
す
る
無
制
約
な
権
力
の
観
念

は

―
恐
怖
政
治
（la Terreur

）
の
時
に
証
明
さ
れ
た

―
個
人
的
自
由
の
侵
害
お
よ
び
多
数
者
に
よ
る
少
数
者
の
抑
圧
と
い
う
危
険
を

萌
芽
と
し
て
孕
む
も
の
で
あ
）
51
（

る
」
と
し
て
「
一
般
意
思
の
表
明
た
る
法
律
」
に
は
一
定
の
警
戒
心
を
も
つ
。
そ
し
て
、
続
け
て
次
の
よ
う

に
指
摘
す
る
。

自
由
主
義
的
思
惟
は
直
接
民
主
制
の
机
上
の
空
論
的
な
仮
説
を
糾
弾
す
る
の
み
な
ら
ず
、
代
議
制
統
治
に
お
い
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
機
関
を
超
え
る
民
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主
主
義
的
洗
礼
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
、
諸
特
権
と
諸
免
責
に
よ
り
擁
護
さ
れ
、
任
期
中
は
有
権
者
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
免
れ
た
代
表
者
た
ち
が

主
権
者
と
み
な
さ
れ
暴
君
と
化
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
手
段
を
自
由
主
義
的
思
惟
が
探
究
す
る
こ
と
で
、〔
代
表
者
が
暴
君
と
化
す
〕
危
険
な
原
則
を
緩

和
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
、
優
越
的
階
級
や
エ
リ
ー
ト
に
権
力
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
者
た
ち
は
、
統
治
者
を
有

徳
で
聡
明
な
市
民
の
み
か
ら
選
出
す
る
こ
と
を
推
奨
す
）
52
（

る
。

　

し
か
し
、
民
主
主
義
の
現
実
で
は
そ
の
よ
う
な
有
徳
で
聡
明
な
代
表
者
を
選
出
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
普
通
選
挙
が
普
及
し
た
現
代
に

お
い
て
、
適
性
の
あ
る
者
に
限
定
す
る
よ
う
な
被
選
挙
人
資
格
を
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
代
議
制
民
主
主

義
に
お
け
る
難
点
を
克
服
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
統
治
の
技
法
が
導
か
れ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
制
度
技
術
的
階
層
で
、
多
数
者
専
制
や

プ
レ
ビ
シ
ッ
ト
的
な
統
治
の
脅
威
を
避
け
る
こ
と
が
狙
い
と
さ
れ
）
53
（

た
」
と
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
指
摘
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
例
と

し
て
、
権
力
分
立
、
代
表
に
多
様
性
を
保
障
す
る
投
票
方
法
の
選
択
、
法
律
の
憲
法
適
合
性
審
査
制
度
の
導
入
な
ど
が
あ
り
、
そ
こ
に
統

治
者
の
刑
事
的
ま
た
は
政
治
的
責
任
追
及
機
能
や
免
責
特
権
の
限
定
が
含
ま
れ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
政
治
司
法
を
民
主
政
に
お

け
る
統
治
の
技
法
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

第
二
の
理
由
は
人
権
の
普
遍
性
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
思
想
は
人
権
、
す
な
わ
ち
自
然
的
権
利
で
あ
り
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
し

な
い
権
利
の
普
遍
性
を
掲
げ
、
民
族
自
決
権
の
旗
の
も
と
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
輸
出
さ
れ
た
。
抑
圧
さ
れ
た
者
に
認
め
ら
れ
る
権
利
と

し
て
、
一
七
九
三
年
人
権
宣
言
が
「
圧
政
へ
の
抵
抗
は
そ
れ
以
外
の
人
権
の
帰
結
で
あ
る
」（
三
三
条
）、「
政
府
が
人
民
の
諸
権
利
を
侵

害
す
る
と
き
、
蜂
起
は
、
人
民
お
よ
び
人
民
の
部
分
に
と
っ
て
最
も
神
聖
な
権
利
で
あ
り
、
最
も
不
可
欠
な
義
務
で
あ
る
」（
三
五
条
）

と
認
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
圧
政
を
受
け
る
者
の
保
護
は
国
際
法
秩
序
に
お
け
る
実
現
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル

ム
ー
ル
が
「
こ
の
人
権
の
国
際
的
保
護
へ
の
配
慮
は
次
第
に
、
戦
争
の
違
法
化
お
よ
び
永
続
平
和
の
樹
立
を
目
指
す
機
構
の
設
置
案
に
統

合
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
人
権
の
普
遍
性
は
国
際
刑
事
裁
判
権
と
し
て
の
政
治
司
法
に
、
存
在
理
由
を
あ
る
程
度
与
え
る
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も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
国
内
の
通
常
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
紛
争
の
解
決
も
一
つ
の
手
段
で
あ
る
と
ブ
シ
ィ
=
ポ

ワ
ル
ム
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
そ
の
目
的
は
「
諸
国
家
が
各
々
の
人
民
に
対
し
自
由
主
義
的
憲
法
と
賢
明
な
統
治
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
権
利
と
不
可
分
一
体
で
あ
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
原
理
の
尊
重
と
と
も
に
、
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ

ン
ト
に
よ
り
引
き
出
さ
れ
た
永
遠
平
和
の
条
件
の
一
つ
で
あ
る
共
和
政
を
採
用
す
る
こ
）
54
（
と
」
に
あ
る
と
い
う
。
カ
ン
ト
は
永
遠
平
和
を
実

現
不
可
能
な
理
念
と
し
な
が
ら
、「
国
際
法
全
体
の
究
極
目
標
」
と
し
て
お
）
55
（

り
、
以
上
の
指
摘
は
そ
の
接
近
を
実
現
す
る
た
め
の
国
際
法
、

そ
の
国
内
実
施
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
民
主
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
提
唱
す
る
他
の
理
由
と
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
議
論
が
関
わ
っ
て
く
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー

に
よ
れ
ば
、
共
和
政
は
、
徳
、
言
い
換
え
る
と
法
律
や
祖
国
へ
の
愛
を
備
え
る
こ
と
を
要
求
し
、
各
自
に
公
的
利
益
の
私
的
利
益
へ
の
優

位
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
政
治
的
徳
の
原
理
は
市
民
、
そ
し
て
統
治
者
に
も
「
常
に
骨
の
折
れ
る
自
己
犠
牲
」
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
っ
）
56
（
た
。
こ
う
し
た
共
和
政
の
原
動
力
と
し
て
の
政
治
的
徳
の
原
理
の
維
持
の
手
段
に
政
治
指
導
者
の
刑
事
責
任
が
機
能
す
る
。
ブ

シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
「
刑
事
的
法
律
が
政
治
指
導
者
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
侵
害
行
為
に
対
し
制
裁
を
与
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

と
い
う
の
は
、
政
治
指
導
者
の
悪
徳
の
実
例
が
、
権
力
の
正
統
性
を
失
わ
せ
、
市
民
の
目
の
前
で
共
和
政
の
原
理
を
損
な
わ
せ
る
か
ら
で

あ
る
」
と
述
べ
つ
つ
、
統
治
者
は
民
主
政
に
お
い
て
「
自
ら
の
職
務
へ
の
純
粋
な
公
僕
」
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
）
57
（

る
。

4　

特
別
裁
判
所
に
よ
る
実
現

　

以
上
の
法
思
想
的
な
根
拠
付
け
か
ら
、
政
治
が
法
に
服
す
る
た
め
の
政
治
司
法
が
導
か
れ
て
い
る
が
、
政
治
司
法
が
通
常
裁
判
所
と
区

別
さ
れ
る
特
殊
性
を
も
つ
理
由
に
つ
い
て
も
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
分
析
し
て
い
る
。

　

ま
ず
第
一
に
、
政
治
的
職
務
お
よ
び
公
的
行
為
の
自
治
主
義
へ
の
配
慮
の
た
め
に
特
別
裁
判
所
を
重
視
す
る
動
機
に
は
従
来
「
警
察
国

家
（État de droit

）」
思
想
が
正
当
化
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
、
革
命
以
降
は
、
そ
れ
に
代
わ
り
法
律
の
一
般
意
思
の
力
が
重
要
と

な
る
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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一
般
意
思
が
表
明
し
た
法
律
や
行
政
行
為
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
完
全
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
統
制
を
免
れ
る
待
遇
を
受
け
、
そ
れ
ら
法
律
や
行
政
行

為
が
引
き
起
こ
す
損
害
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
国
家
責
任
追
及
を
回
避
す
る
。
国
家
の
抗
し
が
た
い
国
民
意
思
お
よ
び
権
力
の
表
明
は
一
般
利
益
の
実

現
の
た
め
に
私
的
利
益
に
優
位
す
る
が
、
諸
革
命
に
と
っ
て
は
、
越
権
的
な
裁
判
官
が
法
律
を
適
用
の
際
に
無
力
化
し
、
あ
る
い
は
、
行
政
行
為
を
無

効
に
す
る
こ
と
は
想
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
民
主
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
成
功
が
確
立
し
た
立
法
権
お
よ
び
執
行
権
の
優
位
は
、
せ
い
ぜ
い
、
立
法

府
お
よ
び
執
行
府
の
全
面
的
な
依
存
下
に
あ
る
政
治
的
機
関
に
由
来
す
る
行
為
の
統
制
の
み
を
容
認
す
る
こ
と
が
で
き
）
58
（

る
。

　

こ
れ
は
法
律
と
そ
の
誠
実
な
執
行
で
あ
る
行
政
行
為
が
化
体
す
る
一
般
意
思
を
根
拠
と
し
た
議
論
で
あ
る
。
革
命
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
憲

政
史
を
み
れ
ば
、
法
律
を
一
般
意
思
の
表
明
と
し
て
法
秩
序
の
最
高
位
に
置
く
と
い
う
「
法
律
中
心
主
義
（légicentrism

e

）」
の
考
え
方

が
長
き
に
わ
た
り
支
配
的
で
あ
り
、
行
政
行
為
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
裁
判
権
を
与
え
た
一
八
七
二
年
五
月
二
七

日
法
律
、
ま
た
憲
法
適
合
性
審
査
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
八
年
の
第
五
共
和
政
憲
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
憲
法
院
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
も
そ
も
革
命
前
の
裁
判
所
が
権
力
の
擁
護
者
と
化
し
た
こ
と
や
「
裁
判
官
統
治
」
論
に
み
ら
れ
る
裁
判
官
へ
の
不
信
も
一
つ
の

要
因
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
は
裁
判
官
不
信
の
克
服
も
課
題
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
般
意
思
の
思
想
は
、
法
律
の
立
法
者
と
執
行
者
に
対
す
る
「
一
般
意
思
の
表
明
を
歪
め
、
そ
の
実
施
を
阻
む
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
取

扱
）
59
（

」、
す
な
わ
ち
司
法
に
よ
る
介
入
か
ら
立
法
者
と
執
行
者
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
考
え
を
正
当
化
す
る
。
そ
の
た
め
に
、「
代
表
者
や
閣

僚
を
不
当
逮
捕
や
司
法
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
リ
ス
ク
か
ら
保
護
す
る
免
責
特
権
、
ま
た
は
代
表
者
や
閣
僚
の
裁
判
を
担
う
機
関
が
職
務
や
政

治
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
裁
判
管
轄
上
の
特
権
」
が
認
め
ら
れ
、
政
治
司
法
に
お
い
て
は
、「
不
完
全
に
定
義
さ
れ
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
法
律
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
な
い
罪
刑
の
存
在
や
多
く
の
障
害
を
含
む
訴
追
手
続
、
頻
繁
に
特
別
裁
判
権
に
訴
え
る
こ
と
に

よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
る
政
治
的
刑
事
法
（droit pénal politique

）
の
自
律
」
が
導
か
れ
）
60
（
る
。
こ
の
よ
う
に
一
般
意
思
の
思
想
は
政
治
司
法

を
特
別
裁
判
所
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
。
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第
二
に
議
院
内
閣
制
上
の
要
請
が
考
え
ら
れ
る
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
、「
一
般
的
に
、
議
院
内
閣
制
の
採
用
は
政
治
司
法
へ

の
依
拠
の
例
外
的
特
徴
を
強
化
す
る
こ
と
に
寄
与
す
）
61
（

る
」
と
分
析
し
て
い
る
。
大
統
領
制
的
な
厳
格
な
権
力
分
立
制
度
で
は
、
裁
判
手
続

（
弾
劾
手
続
）
の
開
始
と
い
う
威
嚇
が
、
統
治
者
（
大
統
領
、
政
府
）
を
退
陣
さ
せ
る
議
会
の
唯
一
の
手
段
に
な
る
が
、
議
院
内
閣
制
の
場

合
に
は
、
政
治
責
任
追
及
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
信
任
問
題
）
に
よ
っ
て
辞
職
を
促
す
よ
う
に
な
る
た
め
、
こ
う
し
た
裁
判
手
続
に
訴
え
る
こ
と

を
不
要
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
閣
僚
の
刑
事
責
任
は
政
治
責
任
に
よ
り
吸
収
さ
れ
る
「
刑
事
責
任
の
制
度
的
昇
華
（sublim

ation 

institutionn

）
62
（

elle

）」
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
三
に
、
国
際
法
上
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
が
国
内
裁
判
所
と
の
比
較
で
、
国
際
的
な
裁
判

機
関
も
政
治
司
法
に
含
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
由
来
す
る
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
国
際
的
な
領
域
に
お
け
る
政
治
司

法
（
国
際
刑
事
裁
判
な
ど
）
は
、
国
際
法
な
く
し
て
は
成
立
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
国
際
法
は
何
よ
り
も
政
治
の
産
物
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
国
際
法
上
の
裁
判
機
関
は
合
意
さ
れ
た
裁
判
（justice consentie

）
と
な
る
と
い
）
63
（
う
。
こ
の
よ
う
な
国
際
法
上
の
政
治
司
法
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
な
障
害
の
克
服
が
必
要
と
な
）
64
（

る
。
第
一
に
、
国
際
犯
罪
違
反
者
と
し
て
政
治
指
導
者
の
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
、
政

治
指
導
者
の
特
権
・
免
責
に
具
体
化
さ
れ
る
国
家
主
権
と
衝
突
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ロ
ー
マ
規
程
の
国
内
実
施
と
し
て
、
フ

ラ
ン
ス
の
二
〇
〇
八
年
憲
法
改
正
で
、
大
統
領
の
免
責
の
例
外
と
し
て
国
際
刑
事
裁
判
を
認
め
た
こ
と
が
関
連
す
る
。
第
二
に
、
国
際
社

会
に
お
け
る
犯
罪
の
定
義
に
文
化
的
・
政
治
的
な
不
均
一
性
が
存
在
し
、
同
意
の
集
約
を
困
難
に
し
た
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
人
権
思
想

に
由
来
す
る
基
本
的
諸
価
値
の
国
際
的
一
致
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
初
期
の
段
階
で
は
刑
事
で
の
国
際
裁
判
所
は
、
ア
ド
ホ
ッ

ク
な
裁
判
権
と
い
う
最
低
限
の
形
で
し
か
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

㈥　

小　

括

　

本
章
で
は
政
治
司
法
の
概
念
が
厳
密
な
定
義
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
り
な
が
ら
、
公
法
学
者
の
み
な
ら
ず
政
治
学
者
や
刑
事
法
学
者
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の
論
攷
を
も
と
に
、
そ
の
特
徴
を
で
き
る
か
ぎ
り
抽
出
す
る
試
み
を
行
っ
て
き
た
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
が
提
示
す
る
三
つ
の
識
別

基
準
に
よ
れ
ば
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
に
よ
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
院
の
一
権
限
で
あ
る
選
挙
争
訟
を
も
政
治
司
法
と
し
て
認
識
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
三
つ
の
識
別
基
準
は
政
治
司
法
の
多
義
性
を
導
く
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
他

方
、
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
政
治
犯
罪
の
違
法
行
為
や
そ
の
主
体
か
ら
政
治
司
法
を
導
く
も
の
で
あ
り
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
と
比
較
す
る

と
狭
義
の
政
治
司
法
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
犯
罪
と
い
う
概
念
に
着
目
し
た
場
合
に
、
ザ
ボ
が
指
摘
す
る

通
り
、
そ
の
概
念
の
歴
史
性
や
政
治
性
に
よ
る
付
随
的
特
徴
か
ら
一
定
不
変
の
政
治
犯
罪
と
い
う
も
の
が
観
念
で
き
ず
、
特
定
の
政
治
秩

序
へ
の
愛
着
、
政
治
秩
序
に
つ
い
て
の
相
対
的
な
価
値
は
、
そ
の
秩
序
が
体
現
す
る
集
団
性
や
世
論
に
依
存
す
る
た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ

特
定
の
政
治
秩
序
で
の
政
治
犯
罪
な
い
し
政
治
司
法
の
必
要
性
や
存
在
意
義
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
点
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
、

絶
対
主
義
に
お
け
る
主
観
的
な
レ
ゾ
ン
・
デ
タ
か
ら
抽
出
さ
れ
る
政
治
司
法
と
民
主
化
過
程
に
お
け
る
政
治
司
法
を
区
別
し
た
う
え
で
、

後
者
に
つ
い
て
は
社
会
契
約
論
等
の
政
治
思
想
的
観
点
か
ら
、
政
治
を
法
に
従
属
さ
せ
る
統
治
の
技
法
と
し
て
政
治
司
法
を
位
置
付
け
、

他
方
で
、
一
般
意
思
の
観
点
か
ら
、
政
治
部
門
の
優
越
性
に
よ
っ
て
特
別
裁
判
所
に
よ
る
政
治
司
法
を
正
統
化
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い

る
。
こ
の
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
の
叙
述
は
社
会
契
約
論
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
市
民
革
命
以
降
の
統
治
機
構
を
特
徴
付
け
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
近
代
か
ら
現
代
に
お
い
て
政
治
司
法
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
か
が
問
題
と
な
る
。

三　

政
治
司
法
の
現
代
的
変
容

㈠　

リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
政
治
司
法

　

フ
ァ
ー
ブ
ル
の
論
文
は
冷
戦
の
最
中
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
政
治
司
法
と
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
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る
政
治
司
法
と
を
対
立
さ
せ
て
政
治
司
法
を
分
析
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
に
お
い
て
は
政
治
が
法
に
よ
り
吸
収
（
拘
束
）
さ
れ
、
他
方
で
マ
ル
ク
ス
主
義
的
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
逆
に
法
が
政
治
に
よ
り

吸
収
（
拘
束
）
さ
れ
る
と
分
析
し
て
い
）
65
（
る
。

　

フ
ァ
ー
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、「
法
に
よ
る
政
治
の
吸
収
」
の
現
象
は
（
Ａ
）
政
治
的
裁
判
所
へ
の
司
法
組
織
の
浸
透
と
（
Ｂ
）
政
治
的
裁

判
所
の
廃
止
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
と
し
、（
Ａ
）
は
さ
ら
に
、（
ａ
）
人
的
要
素
と
（
ｂ
）
手
続
的
要
素
の
二
つ
の
要
素
に
分
け
ら
れ
）
66
（

る
。

　

司
法
の
人
的
要
素
の
政
治
司
法
へ
の
浸
透
（
Ａ‐

ａ
）
は
、
政
治
司
法
の
手
続
に
司
法
裁
判
官
（
職
業
裁
判
官
）
等
の
司
法
裁
判
権
の

人
的
要
素
が
参
画
す
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
描
か
れ
る
。
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
や
諸
外
国
の
政
治
司
法
の
裁
判
手
続
を
①
第
二
院
型

（
フ
ラ
ン
ス
の
一
八
一
四
年
か
ら
一
九
四
〇
年
ま
で
の
高
等
法
院
で
③
を
除
く
も
の
）、
②
議
会
裁
判
権
型
（
第
四
共
和
政
以
降
）、
③
混
成
的
裁
判
権

型
（
一
七
九
一
年
・
共
和
暦
Ⅲ
年
・
共
和
暦
Ⅷ
年
・
一
八
四
八
年
・
一
八
五
二
年
型
）、
④
憲
法
裁
判
所
型
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
イ
タ
リ
ア
な
ど
）、
⑤

破
毀
院
型
（
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
）
に
分
け
）
67
（
る
。
①
と
②
の
違
い
は
、
議
会
の
作
用
の
二
分
化
（dédoublem

ent

）
が
単
に
職
務
的
な
も
の
に
す

ぎ
な
い
か
（
①
は
立
法
と
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
職
務
と
す
る
第
二
院
が
付
随
的
に
高
等
法
院
の
作
用
を
行
う
）、
そ
れ
と
も
組
織
的
な
も
の
に
ま

で
及
ぶ
か
（
②
は
議
院
そ
の
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
常
設
機
関
で
あ
る
）
で
あ
る
が
、
浸
透
の
容
易
さ
は
①
よ
り
も
あ
る
程
度
独
立
し
た
機

関
で
あ
る
②
が
容
易
で
あ
り
、
分
離
さ
れ
た
裁
判
機
関
で
は
技
術
的
補
佐
と
い
う
形
や
政
治
的
訴
追
の
予
審
の
段
階
で
の
司
法
人
員
の
参

加
を
可
能
に
す
る
。
③
は
陪
審
と
職
業
裁
判
官
が
関
与
す
る
場
合
が
多
く
、
④
は
憲
法
裁
判
所
の
構
成
員
で
あ
る
法
学
者
な
ど
職
業
裁
判

官
外
か
ら
の
任
用
が
問
題
と
な
る
。
⑤
の
破
毀
院
型
あ
る
い
は
司
法
系
統
の
最
上
級
審
に
管
轄
を
設
け
る
場
合
は
、
政
治
司
法
の
あ
ら
ゆ

る
特
別
な
組
織
が
失
わ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
審
級
に
関
し
て
特
別
の
定
め
を
設
け
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
日
本
で
は

裁
判
所
法
一
六
条
四
号
が
内
乱
罪
（
刑
法
七
七
条
）
や
そ
の
幇
助
（
刑
法
七
九
条
）
の
第
一
審
が
高
等
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
定
め
て

い
る
が
、
⑤
の
破
毀
院
型
に
準
じ
た
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
）
68
（

る
。

　

司
法
手
続
の
政
治
司
法
へ
の
浸
透
（
Ａ‐

ｂ
）
に
つ
い
て
フ
ァ
ー
ブ
ル
は
、
刑
事
的
保
障
と
し
て
「
予
審
と
裁
判
の
分
離
原
則
」
と
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「
弁
護
人
に
よ
る
補
佐
」
と
い
う
二
つ
の
保
障
に
着
目
す
）
69
（
る
。
予
審
は
一
八
一
四
年
憲
章
下
で
は
貴
族
院
の
権
限
で
導
入
さ
れ
た
が
、
正

式
裁
判
に
も
予
審
を
担
当
し
た
貴
族
院
議
員
が
参
加
し
て
い
た
。
第
三
共
和
政
で
は
、
一
八
八
九
年
に
予
審
制
度
（
九
名
の
元
老
院
議
員
に

よ
る
委
員
会
）
が
法
律
で
導
入
さ
れ
、
予
審
に
参
加
し
た
元
老
院
議
員
の
忌
避
が
可
能
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
四
六
年
憲
法
で
は
予

審
委
員
会
の
構
成
員
の
討
議
お
よ
び
評
決
へ
の
参
加
の
禁
止
が
定
め
ら
れ
た
。
弁
護
人
に
つ
い
て
は
ネ
ー
元
帥
の
裁
判
（
一
八
一
五
年
）

と
ラ
ヴ
ァ
ル
の
裁
判
（
一
九
四
五
年
）
を
例
外
と
し
、
原
則
的
に
は
認
め
ら
れ
て
き
た
。

　

政
治
的
裁
判
所
の
廃
止
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
で
は
弾
劾
手
続
が
純
粋
に
政
治
責
任
の
追
及
と
な
っ

て
お
り
、
弾
劾
手
続
で
追
及
さ
れ
た
事
実
・
行
為
が
刑
事
法
に
抵
触
し
た
場
合
は
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
な
）
70
（

る
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
で
は

高
等
法
院
自
体
は
残
存
し
た
が
、
人
的
管
轄
お
よ
び
事
物
管
轄
双
方
が
縮
小
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

㈡　

フ
ラ
ン
ス
政
治
司
法
の
現
代
的
変
容

　

フ
ラ
ン
ス
の
高
等
法
院
は
伝
統
的
に
、
主
体
を
特
定
し
な
い
国
家
安
全
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
の
事
物
管
轄
と
主
体
を
特
定
し
た
閣
僚

責
任
や
大
統
領
責
任
の
人
的
管
轄
を
担
っ
て
き
た
。
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
共
和
国
大
統
領
の
大
反
逆
罪
を
例
外
と
す
る
免
責
が
、
第

三
共
和
政
の
一
八
七
五
年
二
月
二
五
日
の
法
律
六
条
二
文
や
第
五
共
和
政
憲
法
の
制
定
当
初
の
旧
六
八
条
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
共
和
国
大
統
領
の
大
反
逆
罪
に
つ
い
て
、
第
三
共
和
政
期
の
公
法
学
者
レ
オ
ン
・
デ
ュ
ギ
が
「
共
和
国
大
統
領
は
そ
の
職
務
の
行
使
の

際
に
犯
し
た
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
刑
事
的
に
責
任
を
負
う
が
、
大
反
逆
罪
を
構
成
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
い
か
な
る
法
律
も
大
反

逆
罪
の
犯
罪
を
定
義
せ
ず
、
法
律
が
大
反
逆
罪
を
定
義
し
な
い
限
り
で
、
元
老
院
は
共
和
国
大
統
領
に
有
罪
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
ず
、

罷
免
も
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
）
71
（
る
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
大
統
領
の
事
実
上
の
刑
事
無
答
責
状
態
を
作
り
出
す
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、
フ
ァ
ー
ブ
ル
に
よ
れ
ば
「
国
家
元
首
の
大
反
逆
罪
に
よ
る
責
任
は
理
論
的
な
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
）
72
（

た
。
後
に
大
統

領
に
つ
い
て
の
「
大
反
逆
罪
」
は
二
〇
〇
七
年
憲
法
改
正
で
削
除
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
国
際
刑
事
裁
判
所
の
裁
判
権
を
承
認
し
た
こ
と
に
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よ
り
（
五
三
条
の
二
）、
無
答
責
に
つ
い
て
新
た
な
例
外
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
現
行
六
七
条
）。

　

国
家
安
全
に
対
す
る
侵
害
や
陰
謀
は
、
一
八
一
四
年
憲
章
三
三
条
、
第
三
共
和
政
の
一
八
七
五
年
二
月
二
四
日
の
法
律
九
条
、
第
五
共

和
政
憲
法
の
旧
六
八
条
二
項
後
段
で
定
め
ら
れ
て
い
た
が
、
法
律
で
定
義
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
大
反
逆
罪
と
は
異
な
り
、
一
八
一
四
年
憲

章
で
は
国
家
安
全
に
対
す
る
侵
害
に
つ
い
て
は
刑
事
法
に
定
義
が
委
ね
ら
れ
た
。
第
五
共
和
政
憲
法
の
「
国
家
安
全
に
対
す
る
陰
謀
」
は

現
行
憲
法
で
は
削
除
さ
れ
た
。

　

こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
の
重
大
な
薬
害
事
件
で
あ
る
「
汚
染
血
液
事
）
73
（
件
」
の
責
任
の
所
在
を
め
ぐ
り
、
議
員
が
構
成
す
る
高
等
法
院
の
機

能
不
全
が
問
題
視
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
職
業
裁
判
官
三
名
（
う
ち
一
名
が
裁
判
長
）、
元
老
院
議
員
六
名
、
国
民
議
会
議
員
六
名
を
構
成

員
と
す
る
共
和
国
法
院
が
創
設
さ
れ
た
一
九
九
三
年
憲
法
改
正
が
問
題
と
な
る
。
共
和
国
法
院
は
従
来
の
高
等
法
院
と
断
絶
し
た
存
在
で

あ
る
か
と
い
う
問
題
設
定
に
対
し
て
、
公
法
学
者
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ボ
ー
は
、
高
等
法
院
が
「
憲
法
的
特
質
を
も
つ
刑
事
裁
判
権
」
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
共
和
国
法
院
は
「
法
実
体
の
刑
事
化
」
を
理
由
に
断
絶
し
た
存
在
で
あ
る
と
述
べ
て
い
）
74
（
る
。
こ
の
「
刑
事
化
」
の
大
き
な

表
れ
が
政
治
司
法
を
特
徴
付
け
る
「
国
家
安
全
に
対
す
る
陰
謀
」
の
削
除
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
脱
政
治
化
」
の
兆
候
で
あ
る
と
し
）
75
（
た
。

　

前
節
で
フ
ァ
ー
ブ
ル
が
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
国
家
に
お
い
て
は
、
政
治
司
法
が
組
織
的
か
つ
権
限
的
に
司
法
に
移
行
し
て

い
く
傾
向
を
示
し
て
き
た
と
述
べ
た
。
他
方
、
高
等
法
院
の
本
来
の
目
的
が
政
治
責
任
追
及
の
一
形
態
と
し
て
の
政
治
指
導
者
の
刑
事
責

任
を
追
及
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
公
法
学
者
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
司
法
の
司
法
裁
判
所
へ
の
完
全
な
帰
属
は
高
等
法
院
の
も
つ
目
的
に

反
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
共
和
政
に
お
い
て
は
、
閣
僚
の
刑
事
責
任
が
政
治
責
任
の
一
形
）
76
（
態
や
政
治
的
刑
事
的
責
任
（responsabilité 

politico-pénale

）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
第
五
共
和
政
憲
法
に
お
い
て
閣
僚
の
刑
事
責
任
が
刑
事
法
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
意

味
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
。
ま
た
、
共
和
国
法
院
の
創
設
に
よ
り
裁
判
機
関
が
議
員
・
職
業
裁
判
官
の
混
成
と
な
っ
た
こ
と
も
相
俟
っ

て
、
ボ
ー
は
、
一
九
九
三
年
憲
法
改
正
に
よ
り
共
和
国
法
院
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
責
任
は
「
政
治
的
・
刑
事
的
責
任
や
刑
事
法
典
に
規

定
さ
れ
る
〈
政
治
指
導
者
の
責
任
〉
の
枠
を
同
時
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
閣
僚
に
対
し
て
導
入
さ
れ
た
、
一
九
九
三
年
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改
革
は
以
前
の
政
治
責
任
だ
け
で
は
な
く
、
対
議
会
的
政
治
責
任
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
志
向
す
る
新
し
い
類
型
の
責
任
を
創
設
し
た

の
で
あ
）
77
（

る
」
と
「
責
任
の
犯
罪
化
（crim

inalisation de la responsabilié

）」
と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、
ボ
ー
は
実
定
刑
事
法

全
体
の
拘
束
を
受
け
る
点
を
問
題
視
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
的
伝
統
が
認
識
し
て
い
た
の
は
高
等
法
院
で
の
責
任
、
す
な
わ
ち
政
治
司
法
の
周
辺
的
な
場
合
の
み
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

汚
染
血
液
事
件
や
一
九
九
三
年
憲
法
改
正
で
問
わ
れ
て
い
る
刑
事
責
任
は
、〝
過
失
軽
罪
〞
や
ま
た
は
か
つ
て
〝
消
極
的
軽
罪
〞
と
よ
ば
れ
て
い
た
も

の
、
言
い
換
え
る
と
、
法
律
の
執
行
の
際
の
単
純
な
懈
怠
を
含
む
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
普
通
法
上
の
重
罪
お
よ
び
軽
罪
の
責
任
が
今
後
負
わ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
変
化
は
果
て
し
な
い
射
程
を
有
す
る
。
こ
の
よ
う
な
閣
僚
責
任
は
も
は
や
、〝
政
治
的
刑
事
的
責
任
〞、
さ
ら
に
は
〝
刑
事
的
形
式
に

基
づ
く
〞（
オ
ー
リ
ゥ
）
政
治
責
任
と
よ
ば
れ
て
い
た
高
等
法
院
で
の
古
典
的
な
刑
事
責
任
で
は
な
く
、
普
通
法
の
刑
事
責
任
で
あ
）
78
（
る
。

　

ボ
ー
は
閣
僚
の
刑
事
責
任
が
普
通
法
の
刑
事
責
任
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
批
判
し
、「〔
閣
僚
が
〕
咎
め
ら
れ
る
べ
き
責
任
は
職
務
的

違
法
性
（fautes professionnelles

）
や
役
務
的
違
法
性
（fautes de service

）
で
あ
っ
て
、
個
人
的
違
法
性
（fautes personnelles

）
で
は

な
い
の
で
あ
）
79
（
る
」
と
し
て
、
閣
僚
の
刑
事
責
任
は
あ
く
ま
で
も
職
務
や
役
務
に
由
来
す
る
も
の
に
限
定
す
べ
き
と
主
張
す
る
。

　

同
様
の
主
張
と
し
て
、
セ
シ
ル
・
ゲ
ラ
ン
・
バ
ル
グ
に
よ
り
以
下
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
に
値
す
）
80
（
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、

事
物
管
轄
に
つ
い
て
、
高
等
法
院
時
代
は
職
務
行
使
の
間
（pendant
）
の
す
べ
て
の
行
為
を
、
職
務
行
使
中
（dans

：
旧
六
八
条
）
に
な

さ
れ
た
（été accom

pli

）
と
み
な
す
と
い
う
絶
対
的
な
管
轄
画
定
を
行
っ
て
い
た
た
め
明
確
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
共
和
国
法
院
の
場
合

は
、
破
毀
院
判
決
が
憲
法
六
八
条
の
一
の
「
職
務
行
使
中
に
な
さ
れ
た
行
為
」
を
、「
国
家
の
諸
公
務
の
指
揮
に
直
接
的
関
連
性
（lien 

direct

）
を
も
つ
」
場
合
と
解
釈
し
た
と
い
）
81
（
う
。
こ
の
破
毀
院
の
解
釈
は
ボ
ー
の
述
べ
る
よ
う
に
職
務
的
違
法
性
や
役
務
的
違
法
性
の
考

え
方
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
ゲ
ラ
ン
・
バ
ル
グ
は
、
こ
の
定
式
に
あ
て
は
ま
る
行
為
か
否
か
と
い
う
当
て
は
め
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の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
で
、（
そ
の
解
釈
の
み
で
は
）
事
物
管
轄
は
不
明
確
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
、
彼
女
は
閣
僚
の
責
任
を
①

職
務
外
行
為
（
例
：
脱
税
）、
②
職
務
執
行
に
よ
る
自
発
的
行
為
（
例
：
名
誉
毀
損
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
）、
③
職
務
執
行
時
付
随
的
行
為

（
例
：
詐
欺
・
背
任
の
共
犯
、
会
社
財
産
濫
用
隠
匿
罪
）、
④
そ
れ
以
外
の
非
故
意
犯
罪
（
過
失
犯
）
に
分
け
、
①
〜
③
は
共
和
国
法
院
の
管
轄

と
す
る
刑
事
責
任
、
④
を
対
議
会
責
任
と
す
る
構
想
を
呈
示
す
）
82
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
①
〜
④
に
該
当
し
な
い
も
の
は
普
通
法
上
の
刑
事
責

任
と
な
る
。
た
だ
し
、
①
に
つ
い
て
共
和
国
法
院
に
管
轄
を
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
は
、
憲
法
上
の
文
言
と
の
整
合
性
と
い
う
問
題
が
残
さ

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
閣
僚
責
任
の
包
括
的
な
司
法
化
（
法
化
）
は
本
来
の
政
治
責
任
を
骨
抜
き
に
す
る
危
険
が
あ
り
、
さ
ら
に
従
来
、
閣
僚

の
刑
事
責
任
と
さ
れ
て
い
な
い
普
通
法
上
の
刑
事
責
任
を
負
わ
せ
る
危
険
が
存
在
す
る
。
ボ
ー
の
「
責
任
の
犯
罪
化
」
批
判
や
ゲ
ラ
ン
・

バ
ル
グ
の
閣
僚
の
刑
事
責
任
に
お
け
る
違
法
性
の
再
構
成
の
議
論
は
、
行
き
過
ぎ
た
政
治
責
任
の
犯
罪
化
現
象
の
歯
止
め
の
議
論
と
し
て

注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
共
和
国
法
院
さ
え
も
廃
止
し
、
す
べ
て
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
憲
法
改
正
案
が
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・

オ
ラ
ン
ド
大
統
領
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
が
（
た
だ
し
、
成
立
に
は
至
ら
な
か
っ
た
）、
こ
の
改
正
案
に
お
い
て
も
、
訴
訟
の
選
別
の
た
め
に
、

三
名
の
破
毀
院
裁
判
官
な
ら
び
に
二
名
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
裁
判
官
、
二
名
の
会
計
検
査
院
主
任
裁
判
官
を
含
む
調
査
委
員
会
の
承
認

を
手
続
上
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
閣
僚
責
任
が
問
題
に
な
る
事
件
の
政
治
的
性
格
の
影
響
は
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
配
慮
が
窺
わ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
閣
僚
裁
判
権
は
依
然
と
し
て
政
治
責
任
と
刑
事
責
任
の
微
妙
な
境
界
確
定
問
題
を
抱
え
る
こ

と
に
な
る
。

㈢　

政
治
司
法
の
脱
政
治
化
と
新
し
い
政
治
化

　

ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
政
治
司
法
の
変
容
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
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中
間
的
な
司
法
〔
＝
政
治
司
法
〕
は
、
一
般
法
裁
判
所
と
政
治
的
考
慮
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
地
位
に
応
じ
て
変
化
す
る
先
例
と
い
う
広
い
パ
レ
ッ

ト
を
与
え
る
。
そ
の
豊
富
な
色
見
本
は
、
具
体
的
な
組
み
合
わ
せ
が
変
化
し
、
持
続
的
な
実
践
に
依
存
す
る
何
ら
か
の
制
度
的
パ
ラ
メ
ー
タ
を
も
と
に

し
て
構
成
さ
れ
た
類
型
に
注
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
定
の
構
造
で
は
、
刑
事
政
策
と
し
て
の
判
例
政
策
（politique jurisprudentielle

）
が
顕
著

に
、
も
は
や
政
治
的
で
あ
る
よ
う
に
司
法
を
特
徴
付
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
ま
で
に
、
変
容
さ
せ
る
。
多
様
な
が
ら
一
致
し
た
因
果
関
係
か
ら
生
じ
る

こ
の
進
化
は
解
明
が
困
難
で
あ
）
83
（

る
。

　

政
治
司
法
の
変
容
は
そ
の
背
景
や
因
果
関
係
が
困
難
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
変
容
に
は
①
脱
政
治
化
（dépolitisation

）
と
②
新
し
い

政
治
化
（néo-politisation

）
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
て
い
）
84
（

る
。

1　

政
治
司
法
の
脱
政
治
化

　

脱
政
治
化
を
も
た
ら
す
も
の
に
平
等
原
則
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
は
「
平
等
原
則
に
由
来
す
る
諸
価
値
が
司
法
領

域
で
重
き
を
な
す
の
に
応
じ
て
、
政
治
指
導
者
た
ち
が
純
粋
に
か
つ
単
純
に
法
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
ま
た
は
、
指
導

者
た
ち
の
行
為
の
被
害
者
が
彼
ら
を
告
訴
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
）
85
（
い
」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
て
、
一
般
意
思
の
完
全
性
に

保
護
さ
れ
て
い
る
政
治
指
導
者
の
免
責
が
維
持
さ
れ
な
い
状
況
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
例
証
す
る
の
が
、
一
つ
は
汚
染
血
液
事

件
で
あ
り
、
こ
れ
は
犠
牲
者
へ
の
同
情
、
そ
し
て
相
関
的
に
、
免
責
特
権
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
へ
の
不
寛
容
が
増
大
し
た
民
衆
の
感
情
的
変

化
の
効
果
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
共
和
国
法
院
創
設
の
憲
法
改
正
へ
導
い
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
先
に
も
述
べ
た

国
際
刑
事
裁
判
所
の
創
設
で
あ
り
、
免
責
の
拒
否
の
世
界
化
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

　

現
代
に
お
い
て
政
治
司
法
は
ま
す
ま
す
論
争
の
的
に
な
っ
て
お
り
、
政
治
司
法
は
信
憑
性
を
失
い
、
政
治
司
法
が
下
す
判
決
は
、
政
治

的
打
算
の
結
果
で
あ
る
と
疑
わ
れ
、
明
ら
か
に
正
統
性
を
欠
く
よ
う
に
な
る
。
対
照
的
に
、
司
法
権
が
独
自
の
正
統
性
を
獲
得
し
て
い
る

状
況
も
存
在
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
司
法
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
化
（
国
立
司
法
学
院
の
設
立
）
は
裁
判
官
に
固
有
の
正
統
性
の



フランス公法における「政治司法」概念とその変容

199

獲
得
を
可
能
に
す
る
。
職
業
裁
判
官
は
、
確
固
た
る
法
学
的
適
性
、
司
法
領
域
が
政
治
領
域
と
対
照
を
な
す
中
立
性
と
不
偏
不
党
性
の
価

値
を
根
拠
と
す
る
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
現
象
は
法
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
す
変
容
に
よ
り
強
め
ら
れ
、「
裁
判

官
対
話
（dialogue des juges

）」
の
発
展
に
つ
な
が
）
86
（
る
。
そ
こ
で
の
裁
判
官
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
国
際
規
模
で
の
法
の
生
成
に
関
与
し
、
そ

の
た
め
に
、
共
通
の
正
統
性
を
援
用
し
よ
う
と
す
る
裁
判
官
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
脱
政
治
化
し
た
司
法
モ
デ
ル
の
普
及
は
民
主
主
義
社
会
、
特
に
代
議
制
民
主
主
義
に
お
け
る
政
治
的
正
統
性
の
相
対
化

と
両
立
し
て
お
り
、
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
ザ
ン
ヴ
ァ
ロ
）
87
（
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
投
票
に
よ
る
正
統
性
」
の
衰
退
、「
選
挙
の
脱
神
聖
化
」、
ま

た
、
多
元
主
義
と
不
可
分
で
あ
る
少
数
者
の
権
利
の
尊
重
へ
の
配
慮
が
構
造
的
に
政
治
を
衰
退
さ
せ
）
88
（

る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
は
第
五
共
和
政
に
お
い
て
加
速
し
て
お
り
、
一
九
六
〇
年
代
末
期
に
は
、「
接
近
性
の
観
念
（l

’idée de proxim
ité

）」 

が
提
唱
さ
れ
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
政
権
交
代
と
コ
ア
ビ
タ
シ
オ
ン
の
力
も
加
わ
り
、
野
党
議
員
に
促
さ
れ
憲
法
院
に
よ
る
法
律
の
憲

法
適
合
性
審
査
の
発
展
が
付
託
を
増
加
さ
せ
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
ド
ミ
ニ
ク
・
ル
ソ
ー
に
代
表
さ
れ
る
「
持
続
的
民
主
主
義
」
論）

89
（

が
湧

き
起
こ
っ
た
。
ま
た
、
一
般
意
思
の
表
明
た
る
「
議
会
制
定
法
律
の
凋
落
は
、
特
に
Ｅ
Ｃ
諸
条
約
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
組
み
込
ま

れ
た
一
般
意
思
の
高
い
表
明
と
し
て
裁
判
所
が
付
託
を
受
け
る
よ
う
な
事
件
の
審
査
の
際
の
、
法
律
の
条
約
適
合
性
の
審
査
に
よ
っ
て
強

め
ら
れ
）
90
（

る
」
こ
と
に
な
る
。

2　

新
た
な
政
治
化

　

以
上
の
よ
う
な
、
司
法
性
を
帯
び
て
政
治
性
を
失
う
政
治
司
法
の
脱
個
性
化
は
、「
増
大
す
る
社
会
的
諸
関
係
の
法
化
（judiciarisa-

tion

）
の
根
拠
と
、
訴
訟
が
複
雑
化
す
る
通
常
裁
判
所
の
新
た
な
政
治
化
（néo-politisat

）
91
（ion

）」
を
併
せ
も
つ
と
い
う
。
法
化
に
つ
い
て
は
、

そ
の
法
源
が

―
国
内
法
的
・
Ｅ
Ｕ
法
的
・
国
際
法
的
に

―
多
様
化
し
た
法
の
絶
え
間
な
い
複
雑
化
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
逆
に
曖
昧
で
柔
軟
な
法
的
標
準
・
規
範
の
た
め
に
、
そ
の
規
範
性
の
緩
和
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

広
い
法
解
釈
権
限
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
る
適
用
法
規
の
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
は
裁
判
官
の
役
割
を
著
し
く
増
大
さ
せ
、「
法
を
語
る
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口
」
と
し
て
の
伝
統
的
な
裁
判
官
像
か
ら
法
創
設
機
関
と
し
て
の
裁
判
官
へ
の
転
換
を
促
す
。
ま
た
、
政
府
の
立
場
か
ら
も
裁
判
官
の
役

割
を
増
大
さ
せ
て
い
る
。
厄
介
な
社
会
問
題

―
ベ
ー
ル
事
件
、
生
命
倫
理

―
の
解
決
に
裁
判
的
解
決
を
利
用
す
る
こ
と
に
も
こ
れ
は

起
因
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
の
議
論
は
政
治
司
法
の
脱
政
治
化
を
一
旦
認
め
た
う
え
、
新
た
に
司
法
の
環
境
変
化

と
い
う
相
対
的
に
政
治
化
し
た
裁
判
官
に
よ
る
政
治
司
法
が
今
後
展
開
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。

四　

お
わ
り
に

　

筆
者
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル
ム
ー
ル
の
政
治
司
法
に
つ
い
て
の
構
想
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
高
等
法
院
が
担
う
人
的
管
轄

や
事
物
管
轄
の
問
題
に
拘
束
さ
れ
ず
、
広
く
政
治
と
司
法
の
交
錯
問
題
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
総
論
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
も
の
と

位
置
付
け
た
。
こ
の
よ
う
な
政
治
司
法
の
概
念
は
多
義
的
で
柔
軟
な
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
議
論
に

お
け
る
政
治
司
法
は
政
治
犯
罪
の
裁
判
作
用
と
そ
の
帰
属
の
問
題
と
し
て
政
治
司
法
を
観
念
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ブ
シ
ィ
=
ポ
ワ
ル

ム
ー
ル
に
対
し
て
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
政
治
司
法
の
構
想
は
各
論
的
な
政
治
司
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
両
者

の
議
論
は
自
由
主
義
国
家
や
民
主
主
義
の
発
展
の
も
と
で
政
治
司
法
が
変
容
し
て
い
く
傾
向
を
描
写
す
る
も
の
と
し
て
共
通
性
が
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
政
治
犯
罪
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
に
よ
り
、
政
治
裁
判
権
の
組
織
・
作
用
の
両
面
で
、
完

全
で
は
な
い
も
の
の
司
法
裁
判
所
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
政
治
犯
罪
の
核
心
部
分
と
い
え
る
国
家
安
全
に
対
す
る
罪
や
大
反
逆

罪
が
憲
法
典
か
ら
削
除
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
周
辺
部
分
に
あ
り
通
常
の
刑
事
責
任
と
の
境
界
に
あ
る
よ
う
な
違
法
行
為
（
公
金
横
領
・

名
誉
毀
損
・
会
社
財
産
濫
用
隠
匿
罪
）
の
帰
属
が
最
近
の
問
題
と
し
て
残
存
し
て
い
る
。
汚
染
血
液
事
件
以
降
の
共
和
国
法
院
で
の
事
件
と

し
て
は
セ
ゴ
レ
ー
ヌ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
事
件
（
二
〇
〇
〇
年
：
名
誉
毀
損
罪
）、
ミ
シ
ェ
ル
・
ギ
ル
ベ
ー
ル
事
件
（
二
〇
〇
四
年
：
詐
欺
罪
）、
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シ
ャ
ル
ル
・
パ
ス
ク
ワ
事
件
（
二
〇
一
〇
年
：
会
社
財
産
濫
用
罪
）
が
あ
る
。

　

ま
た
、
組
織
や
責
任
主
体
が
肥
大
化
・
複
雑
化
し
た
現
代
の
行
政
国
家
・
官
僚
国
家
に
お
い
て
は
、
職
務
行
為
を
前
提
と
す
る
刑
事
責

任
、
そ
し
て
、
委
任
関
係
を
前
提
と
し
、《
君
主
・
主
権
者
・
立
法
者
―
委
任
者
・
問
責
者
》
↓
《
閣
僚
―
受
任
者
・
答
責
者
》
と
い
う

古
典
的
な
モ
デ
）
92
（
ル
が
想
定
さ
れ
る
行
政
責
任
が
複
雑
化
し
、
政
策
実
現
の
た
め
の
官
僚
組
織
の
自
律
性
が
認
め
ら
れ
る
。
日
本
に
お
い
て

も
共
通
す
る
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
と
る
べ
き
手
段
は
刑
事
責
任
・
行
政
責
任
の
精
緻
化
を
行
う
か
、
結
局
は
政
治
責
任
の
問
題

と
し
て
閣
僚
の
対
議
会
責
任
を
充
実
す
る
か
と
い
う
二
つ
の
方
向
に
帰
着
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
二
〇
〇
四
年
の
犯

罪
学
会
で
法
人
の
刑
事
責
任
論
を
テ
ー
マ
と
し
、
公
法
学
者
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ン
ボ
ー
と
刑
事
法
学
者
ブ
ル
ー
ノ
・
ド
ミ
ン
ゴ
に
よ
る

報
告
が
行
わ
れ
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
登
場
し
た
「
意
思
決
定
者
責
任
」
な
る
概
念
が
注
目
に
値
す
る
。
ド
ミ
ン
ゴ
に
よ
れ
ば
、
こ
の

責
任
は
議
員
や
地
方
公
共
団
体
の
首
長
・
役
員
、
公
務
員
に
課
さ
れ
る
公
的
意
思
決
定
に
お
け
る
責
任
と
し
て
観
念
さ
れ
、
従
来
の
瀆
職

罪
的
な
刑
事
責
任
を
「
意
思
決
定
者
責
任
」
と
し
て
再
構
成
す
る
。
治
者
と
被
治
者
の
距
離
が
治
者
の
責
任
を
希
薄
化
し
責
任
な
き
社
会

を
建
設
す
る
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
「
意
思
決
定
者
責
任
」
は
「
政
治
紐
帯
の
再
定
義
に
寄
与
し
、
代
表
と
代
表
さ
れ
る
も
の
と
の
民
主

主
義
的
契
約
の
解
消
を
避
け
る
も
の
」
で
あ
り
、「
市
民
と
エ
リ
ー
ト
の
空
隙
を
部
分
的
に
埋
め
な
が
ら
代
表
制
に
基
づ
い
た
民
主
主
義

的
契
約
の
維
持
を
可
能
に
す
る
代
替
的
統
制
手
段
」
と
し
て
、
ド
ミ
ン
ゴ
は
積
極
的
な
評
価
を
「
意
思
決
定
者
責
任
」
に
与
え
て
い
）
93
（

る
。

こ
の
よ
う
に
新
た
に
意
思
決
定
者
や
エ
リ
ー
ト
と
い
う
政
治
ア
ク
タ
ー
の
属
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
民
主
主
義
体
制
に
お
け
る
新
た
な

責
任
像
を
描
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
正
統
性
を
補
強
し
、
法
創
設
機
関
と
し
て
の
政
治
化
し
た
裁
判
官
が
政

治
司
法
の
受
け
皿
と
し
て
の
能
力
を
備
え
る
こ
と
が
、
政
治
司
法
の
変
容
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
政
治
司
法
の
変
容
に
つ
い
て
の
フ
ァ
ー
ブ
ル
の
指
摘
は
記
述
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
一
つ
の
傾
向
を
描

き
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
代
的
な
変
容
を
も
た
ら
し
て
い
る
要
因
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
フ
ラ
ン

ス
で
は
単
な
る
法
適
用
機
関
と
さ
れ
た
伝
統
的
な
裁
判
官
像
が
変
容
し
、
第
五
共
和
政
の
も
と
で
権
力
性
を
再
獲
得
す
る
「
司
法
革
命
」
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が
指
摘
さ
れ
て
い
）
94
（
る
。
政
治
司
法
の
変
容
は
、
さ
ら
に
司
法
裁
判
権
の
変
容
の
問
題
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

は
別
稿
の
課
題
と
し
た
い
。

　
〔
付
記
〕
本
研
究
は
平
成
二
八
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（JP16J05113

）
の
助
成
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け
た
も
の
で
あ
る
。
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orales : extensions de la responsabilité pénale et actualisation du contrat 



フランス公法における「政治司法」概念とその変容

207

dém
ocratique », C

ham
p pénal/Penal field 

﹇En ligne

﹈, X
X
X
IV

e C
ongrès français de crim

inologie, R
esponsabilité/

Irresponsabilité Pénale, m
is en ligne le 17 juillet 2005, consulté le 15 m

ai 2016. U
RL : http://cham

ppenal.revues.org/361 ; 
D
O
I: 10.4000/cham

ppenal.361/
（
94
）  N

icolas BRACO
N
N
AY et M

anuel D
ELAM

ARRE, Instituions juridictionnelles, Vuibert, 2007, p. 51.

橋
爪　

英
輔
（
は
し
づ
め　

え
い
す
け
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
２
）

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法

主
要
著
作　
　

 「
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
閣
僚
裁
判
権

―
高
等
法
院
制
度
の
展
開
と
特
徴
」『
法

学
政
治
学
論
究
』
第
一
〇
七
号
（
二
〇
一
五
年
）


